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○
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支
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者
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学
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法
施
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則
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を
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る
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定
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落
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係
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）

八

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変

更
に
係
る
公
告

（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
）

九

○
草
加
都
市
計
画
事
業
（
仮
称
）
三
郷

イ
ン
タ
ー
南
部
土
地
区
画
整
理
事
業

に
係
る
環
境
影
響
評
価
公
聴
会
の
開

催

（
温
暖
化
対
策
課
）

九

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
提
供

事
業
者
の
指
定

（
介
護
保
険
課
）

九

○
埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
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テ
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シ
ョ
ン

セ
ン
タ
ー
の
使
用
料
、
手
数
料
及
び

物
品
売
払
代
金
の
収
納
事
務
委
託

（
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
）

一
一

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
に
関
す
る

公
示

（
商
業
支
援
課
）

一
一

○
川
島
町
営
土
地
改
良
事
業

小
見
野

地
区
（
基
盤
整
備
促
進
事
業
（
農

道
））の
工
事
完
了
（
東
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山
農
林
）

一
二

○
ヨ
ー
ネ
病
疑
似
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畜
の
発
生

（
畜
産
安
全
課
）

一
二

○
県
営
土
地
改
良
事
業
大
里
中
央
地
区

（
農
業
用
道
路
の
新
設
・
変
更
事

業
）
事
業
計
画
の
変
更
及
び
変
更
に

係
る
事
業
計
画
書
の
写
し
の
縦
覧

（
農
村
整
備
課
）

一
二

○
草
加
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
に

係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧

（
都
市
計
画
課
）

一
二

○
本
庄
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
に

係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧

（

〃

）

一
二

○
鷲
宮
町
西
大
輪
特
定
土
地
区
画
整
理

組
合
の
定
款
の
変
更
認
可

（
市
街
地
整
備
課
）

一
二

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（
建
築
指
導
課
）

一
二

○
埼
玉
県
収
納
代
理
金
融
機
関
の
名
称

の
変
更

（
出
納
総
務
課
）

一
三

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
の
位
置

の
指
定

（
北
本
県
土
）

一
三

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（
飯
能
県
土
）

一
三

○
県
道
大
野
東
松
山
線
の
区
域
の
変
更

（
東
松
山
県
土
）

一
四

○

〃

（

〃

）

一
四

○

〃

（

〃

）

一
四

○

〃

（

〃

）

一
五

○
県
道
熊
谷
小
川
秩
父
線
の
区
域
の
変

更

（

〃

）

一
五

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（

〃

）

一
六

○

〃

（

〃

）

一
六

○

〃

（
行
田
県
土
）

一
六

○

〃

（
杉
戸
県
土
）

一
六

○

〃

（

〃

）

一
七

○
埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
の
招
集

（
教
委
・
総
務
課
）

一
七

○
措
置
通
知
の
公
表
（
監
査
第
一
課
）

一
七

○
監
査
結
果
の
公
表
（
監
査
第
二
課
）

一
九

○
措
置
通
知
の
公
表
（

〃

）

三
四

埼玉県発行

障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
三
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
規
則
第
八
十
五
号

障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
細
則
（
平
成
十
八
年
埼
玉
県
規
則
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

－１－

第����号平成��年��月�日（金曜日）



障害者・児

ふ
り
が
な

受
診
者
氏
名

受
診
者
居
住
地

受診者

ふ
り
が
な

氏
名

居
住

地

生
保
・
低
１
・
低
２
・
中
間
１
・
中
間
２
・
一
定
以
上

生
保
・
中
国
・
低

１
・
低
２
・
中
間
１
・
中
間
２
・
一
定
以
上

障害児

ふ
り
が
な

受
診
者
氏
名

受
診
者
居
住
地

保護者

保
護
者
氏
名

保
護
者
居
住
地

受診者

ふ
り
が
な

氏
名

居
住

地

保護者

氏
名

居
住

地

生
保
・
低
１
・
低
２
・
中
間
１
・
中
間
２
・
一
定
以
上

生
保
・
中
国
・
低

１
・
低
２
・
中
間
１
・
中
間
２
・
一
定
以
上

様
式
第
一
号
（
一
）
中

を

に
、

を

「（あ
て
先

）

に
、
「埼

玉
県
知
事
様

」
を

に
改
め
る
。

埼
玉
県
知
事

」

様
式
第
一
号
（
二
）
中

を

に
、

を

「（あ

に
、
「埼

玉
県

保
健
所
長
様

」
を埼

玉

て
先

）

に
改
め
、
同
様
式
の
別
紙
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

県
保
健
所
長

」

－２－

第����号平成��年��月�日（金曜日）



障害者・児

受
診

者
氏

名

受
診

者
居

住
地

受診者

氏居

名

住
地

障害児

受
診

者
氏

名

受
診

者
居

住
地

受診者

氏居

名

住
地

治
療

障
害

の

治
療

後
に

お
け

る
障

害
の

回
復

状
況

の
見

込

後
に

お
け

る
の

回
復

状
況

見
込

み

様
式
第
二
号
（
一
）
中

を

に
、
「下

さ
い

」
を
「く

だ
さ
い

」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
号
（
二
）
中

を

に
、

を

に
改
め
る
。

－３－

第����号平成��年��月�日（金曜日）



障害者・児

ふ
り

が
な

受
診

者
氏

名

受
診

者
居

住
地

受診者

ふ氏居

り
が

な名

住
地

障害児

ふ
り

が
な

受
診

者
氏

名

受
診

者
居

住
地

受診者

ふ氏居

り
が

な名

住
地

受診者

ふ氏居

障害者・児

ふ
り

が
な

受
診

者
氏

名

受
診

者
居

住
地

り
が

な名

住
地

受診者

ふ氏居

障害児

ふ
り

が
な

受
診

者
氏

名

受
診

者
居

住
地

り
が

な名

住
地

様
式
第
四
号
（
一
）
中

を

「（あ
て
先

）

に
、
「埼

玉
県
知
事
様

」
を

埼
玉
県
知
事

」

に
改
め
る
。

様
式
第
四
号
（
二
）
中

を「（あ
て
先

）

に
、
「埼

玉
県

保
健
所
長
様

」
を埼

玉
県

保

に
改
め
る
。

健
所
長

」

様
式
第
五
号
（
一
）
中

を

「（あ
て
先

）

に
、
「埼

玉
県
知
事
様

」
を

埼
玉
県
知
事

」

に
改
め
る
。

様
式
第
五
号
（
二
）
中

を
「（あ

て
先

）

に
、
「埼

玉
県

保
健
所
長

様

」
を

埼
玉
県

に
改
め
る
。

保
健
所
長

」

－４－

第����号平成��年��月�日（金曜日）
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「
（あ

て

様
式
第
六
号
（
一
）
か
ら
様
式
第
十
一
号
ま
で
の
規
定
中
「埼

玉
県
知
事
様

」
を

先
）

に
改
め
る
。

埼
玉
県
知
事

」

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
前
の
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
細
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所

要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

学
校
教
育
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
三
日

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長

�

橋

史

朗

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
六
号

学
校
教
育
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

学
校
教
育
法
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
及
び
第
七
条
中
「
第
五
条
第
一
項
」
を
「
第
五
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
九
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か

ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、当
該
申
請
に
係
る
定
款
、役
員
名
簿
、

設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算

書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
南
部
地

域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並

び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼

玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

://
w
w
w
.saitam

aken-npo.net/

））に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
三
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
九
月
十
九
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名

称
特
定
非
営
利
活
動
法
人
市
民
ふ
れ
あ
い
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク

三

代
表
者
の
氏
名

近
藤

智
明

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
川
口
市
芝
塚
原
二
丁
目
一
番
二
四

―
二
〇
三
号
松
田
マ
ン
シ
ョ
ン

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
子
供
、
高
齢
者
、
障
害
者

を
含
む
地
域
住
民
に
対
し
て
踊
り
を
通
し
、

文
化
の
振
興
、
ま
た
、
地
域
住
民
の
交
流
を

深
め
る
こ
と
に
よ
り
地
域
発
展
に
つ
な
が
り

楽
し
く
生
活
が
で
き
る
町
づ
く
り
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
十
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か

ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、当
該
申
請
に
係
る
定
款
、役
員
名
簿
、

設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算

書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
東
部
地

域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並

び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼

玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

://
w
w
w
.saitam

aken-npo.net/

））に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
三
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
九
月
二
十
五
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名

称
特
定
非
営
利
活
動
法
人
男
女
共
同
参
画
こ

し
が
や
と
も
ろ
う

三

代
表
者
の
氏
名

原

博
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
越
谷
市
越
ヶ
谷
三
丁
目
五
番
二
十

号
五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
越
谷
市
に
お
け
る
男
女
共

同
参
画
推
進
条
例
を
尊
重
し
、
男
女
共
同
参

画
の
実
現
と
女
性
の
自
立
支
援
を
目
的
と
し

た
活
動
を
行
い
、
す
べ
て
の
人
々
が
平
等
で

平
和
な
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
人
間
尊

重
を
基
本
と
し
た
社
会
の
形
成
に
貢
献
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
十
一
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定

－５－

第����号平成��年��月�日（金曜日）
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非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か

ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、当
該
申
請
に
係
る
定
款
、役
員
名
簿
、

設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算

書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
利
根
地

域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並

び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼

玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

://
w
w
w
.saitam

aken-npo.net/

））に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
三
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
九
月
十
八
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名

称
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
す
ぎ
と
エ
コ
グ
リ
ー
ン

三

代
表
者
の
氏
名

木
村

芳
裕

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
北
�
飾
郡
杉
戸
町
大
字
下
野
九
百

四
十
六
番
地
二
十
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
広
く
市
民
を
対
象
と
し

て
、
自
然
環
境
の
保
護
、
農
薬
を
使
わ
な
い

自
然
農
業
の
拡
大
、
食
の
安
全
供
給
を
高
め

る
こ
と
を
目
指
す
。
ま
た
、
水
や
食
物
が
循

環
す
る
環
境
へ
の
改
善
、
生
ゴ
ミ
の
再
利

用
、
植
林
作
業
、
生
態
系
の
保
護
、
安
全
な

大
気
の
保
全
な
ど
人
類
が
存
す
る
上
で
の
欠

く
事
の
出
来
な
い
基
本
的
環
境
要
素
の
改
善

と
進
歩
を
図
る
。
更
に
自
然
環
境
と
科
学
の

正
し
い
関
わ
り
合
い
を
目
指
し
て
、
日
本
国

民
の
と
り
ま
く
自
然
環
境
の
保
全
、
改
善
、

向
上
を
進
め
る
と
と
も
に
、
地
球
温
暖
化
防

止
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
十
二
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か

ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、当
該
申
請
に
係
る
定
款
、役
員
名
簿
、

設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算

書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
北
部
地

域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並

び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼

玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

://
w
w
w
.saitam

aken-npo.net/

））に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
三
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
九
月
二
十
二
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名

称
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
緑
の
番
人
た
ち

三

代
表
者
の
氏
名

小
林

敬

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
深
谷
市
岡
二
千
八
百
九
十
六
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
ふ
か
や
緑
の
王
国
を
拠
点

と
し
て
環
境
の
保
全
と
緑
化
、
環
境
を
テ
ー

マ
に
し
た
イ
ベ
ン
ト
、
支
援
事
業
を
行
い
、

市
民
ボ
ラ
ン
テ
イ
ア
と
交
流
を
図
り
、
環
境

に
関
す
る
情
報
を
発
信
す
る
こ
と
で
地
域
の

発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
十
三
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か

ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、当
該
申
請
に
係
る
定
款
、役
員
名
簿
、

設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算

書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
北
部
地

域
振
興
セ
ン
タ
ー
本
庄
事
務
所
に
お
い
て
備
え

置
く
方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す

る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

（http
://w

w
w
.saitam

aken-npo.net/

））に

よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
三
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
九
月
二
十
四
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名

称
特
定
非
営
利
活
動
法
人
川
・
ま
ち
・
人
プ

ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
ズ

三

代
表
者
の
氏
名

�
下

惠
司

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
本
庄
市
日
の
出
一
丁
目
五
番
七
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
協
働
に
よ
る
持
続
的

な
水
環
境
再
生
と
川
ま
ち
づ
く
り
・
人
づ
く

り
に
資
す
る
活
動
を
行
い
、
以
っ
て
地
域
に

お
け
る
人
と
環
境
の
共
生
に
寄
与
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
十
四
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を

決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
三
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

１
購
入
等
件
名
及
び
数
量

旅
費
シ
ス
テ
ム
に
係
る
代
行
入
力
等
業
務

委
託
一
式

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の

名
称
及
び
所
在
地

埼
玉
県
総
務
部
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
旅
費

事
務
担
当
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高

砂
３
丁
目
１５
番
１
号

３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

－６－

第����号平成��年��月�日（金曜日）



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

平
成
２０
年
８
月
２１
日

４
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

日
本
電
算
企
画
株
式
会
社
東
京
都
港
区

虎
ノ
門
１
丁
目
２６
番
５
号

５
落
札
金
額

１０
，
８００
，
７２０
円

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

７
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
２０
年
７
月
１１
日

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
十
五
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
三
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

１
調
達
内
容

�
購
入
等
件
名
及
び
数
量

埼
玉
県
立
浦
和
工
業
高
等
学
校
外
３
校
に
お
け
る
電
子
計
算
組
織
一
式

�
購
入
物
品
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

�
納
入
期
限

平
成
２１
年
１
月
１６
日
（
金
）

�
納
入
場
所

埼
玉
県
立
浦
和
工
業
高
等
学
校
外
３
校

�
入
札
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
５
パ
ー
セ
ン
ト

に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
金
額
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。）を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ

ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
金
額
の
１０５
分
の
１００
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ

と
。

２
競
争
入
札
参
加
資
格

�
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２２
年
政
令
第
１６
号
）
第
１６７
条
の
４
の
規
定
に
該
当
し
な
い

者
で
あ
る
こ
と
。

�
物
品
買
入
れ
等
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資

格
等
に
関
す
る
公
示
（
平
成
１８
年
埼
玉
県
告
示
第
１５４３

号
）
に
基
づ
き
、
「
物
品
の
販
売
」

の
A
等
級
に
格
付
け
さ
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

�
公
告
日
か
ら
入
札
日
ま
で
の
期
間
に
、
物
品
の
買
入
れ
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
等
措

置
要
綱
（
平
成
８
年
６
月
１３
日
付
け
出
物
第
１８０
号
）
に
基
づ
く
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て

い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

�
公
告
日
か
ら
入
札
日
ま
で
の
期
間
に
、
埼
玉
県
の
物
品
の
買
入
れ
等
の
契
約
に
係
る
暴
力

団
排
除
措
置
要
綱
（
平
成
１９
年
３
月
２７
日
付
け
出
物
第
１１５３

号
）
に
基
づ
く
指
名
除
外
措
置

を
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

�
購
入
物
品
に
つ
い
て
、
仕
様
書
の
要
求
す
る
事
項
を
確
実
に
履
行
で
き
る
こ
と
を
証
明
し

た
者
で
あ
る
こ
と
。

３
入
札
書
の
提
出
場
所
等

�
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
場
所
並
び
に
問
い
合
わ
せ
先

〒
３３０

―９３０１
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
３
丁
目
１５
番
１
号
埼
玉
県
総
務
部
入

札
執
行
課
物
品
調
達
担
当
篠
原
健
一
電
話
０４８

―８３０
―５７７８

（
直
通
）

�
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
方
法

こ
の
公
告
の
日
か
ら
上
記
�
の
交
付
場
所
に
お
い
て
交
付
す
る
。

�
入
札
・
開
札
の
場
所
及
び
日
時

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
３
丁
目
１５
番
１
号
埼
玉
県
庁
舎
地
下
会
議
室
平
成

２０
年
１１
月
１４
日
（
金
）
午
前
１０
時

�
郵
便
に
よ
る
場
合
の
入
札
書
の
あ
て
先
及
び
受
領
期
限

埼
玉
県
総
務
部
入
札
執
行
課
物
品
調
達
担
当
平
成
２０
年
１１
月
１３
日
（
木
）
午
後
５
時
必

着
４
そ
の
他

�
契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

�
入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

ア
入
札
保
証
金

入
札
者
は
、
見
積
も
っ
た
契
約
金
額
に
入
札
保
証
金
の
率
（
１００
分
の
５
以
上
）
を
乗

じ
た
額
を
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
埼
玉
県
財
務
規
則
（
昭
和
３９
年
埼
玉
県
規

則
第
１８
号
。
以
下
「
財
務
規
則
」
と
い
う
。）
第
９３
条
第
２
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合

は
、
免
除
す
る
。

イ
契
約
保
証
金

－７－
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契
約
の
相
手
方
は
、
契
約
金
額
に
契
約
保
証
金
の
率
（
１００
分
の
１０
以
上
）
を
乗
じ
た

額
を
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
財
務
規
則
第
８１
条
第
２
項
の
規
定
に
該
当
す
る

場
合
は
、
免
除
す
る
。

�
入
札
者
に
要
求
さ
れ
る
事
項

ア
こ
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
で
示
し
た
必
要
な
書
類

を
平
成
２０
年
１０
月
２２
日
（
水
）
ま
で
に
提
出
し
、
競
争
入
札
参
加
資
格
の
確
認
を
得
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
入
札
事
務
の
担
当
者
か
ら
、
提
出
し
た
書
類
に
関
し
説
明
を
求

め
ら
れ
た
場
合
は
、
そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ
入
札
者
は
、
上
記
３
「
入
札
書
の
提
出
場
所
等
」
に
従
い
、
入
札
書
を
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

�
入
札
の
無
効

次
に
掲
げ
る
入
札
書
は
、
無
効
と
す
る
。

ア
こ
の
公
告
に
示
し
た
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
の
提
出
し
た
入
札
書

イ
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
提
出
し
た
入
札
書

ウ
財
務
規
則
第
９７
条
又
は
埼
玉
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め

る
規
則
（
平
成
７
年
埼
玉
県
規
則
第
１０６
号
）
第
９
条
の
規
定
に
該
当
す
る
入
札
書

�
契
約
書
作
成
の
要
否

要
�
落
札
者
の
決
定
方
法

財
務
規
則
第
９４
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
予
定
価
格
に
１０５
分
の
１００
を
乗
じ
て

得
た
額
の
範
囲
内
で
、
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
入
札
者
を
落
札
者
と

す
る
。

�
手
続
に
お
け
る
交
渉
の
有
無

無
�
競
争
入
札
参
加
資
格
の
付
与

上
記
２
�
に
定
め
る
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で
入
札
を
希
望
す
る
も
の
は
、
本
県

所
定
の
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
た
上
、
必
要
な
書
類
を
添

付
し
て
、
埼
玉
県
総
務
部
入
札
審
査
課
入
札
参
加
資
格
審
査
担
当（
電
話
０４８

―８３０
―５７７５（

直
通
）
〒
３３０

―９３０１
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
３
丁
目
１５
番
１
号
）
に
平
成
２０
年

１０
月
２０
日
（
月
）
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。

�
支
払
条
件

発
注
者
埼
玉
県
は
、
適
法
な
代
金
請
求
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
３０
日
以
内
に
当
該
代
金
を

受
注
者
に
支
払
う
も
の
と
す
る
。

	
特
記
事
項

本
件
入
札
は
、
入
札
の
結
果
、
落
札
者
と
の
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
、
議
会
の
議
決
に
付

す
べ
き
契
約
及
び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
３９
年
埼
玉
県
条
例
第
１５

号
）
に
基
づ
き
、
県
議
会
の
議
決
に
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
契
約
と
な
る
場
合
に
は
、
落

札
者
と
仮
契
約
を
取
り
交
わ
し
、
県
議
会
の
議
決
後
に
本
契
約
を
締
結
す
る
。



そ
の
他
詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

�
こ
の
入
札
の
執
行
は
、
一
般
公
開
す
る
。

な
お
、
傍
聴
に
つ
い
て
は
、
入
札
当
日
に
先
着
順
で
受
け
付
け
る
。

５
Sum
m
ary

�
N
am
e
and
quantity

ofthe
products

to
be
purchased

:
C
om
puters

and
peripheral

epuipm
ent
for
use
in
four

prefectural
senior

high
schools

including
Saitam

a
prefecturalU

raw
a
technicalhigh

school
�
D
eadline

forsubm
ission

:
B
y
registered

m
ail:5

:00
p.m
.,N
ovem

ber13,2008
In
person

:10
:00
a.m
.,N
ovem

ber14,2008
�
C
ontactpointforthe

notice
:

B
idding

Enforcem
entD

ivision,G
eneralAffairs

D
epartm

entSaitam
a
Prefectural

G
overnm

ent.
Takasago

3-15-1,U
raw
a-ku,Saitam

a-Shi,Saitam
a-K
en
330-9301

Ph.048-830-5778

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
十
六
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か

ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、当
該
申
請
に
係
る
定
款
、役
員
名
簿
、

設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算

書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
に
お
い
て
備
え
置
く

方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方

法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

（http
://w

w
w
.saitam

aken-npo.net/

））に

よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
三
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

－８－

第����号平成��年��月�日（金曜日）



�
�
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�
�
�
�
�
�
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�
�
�
�
�
�
�
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�
�
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�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

平
成
二
十
年
九
月
二
十
二
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名

称
特
定
非
営
利
活
動
法
人
パ
ソ
ボ
ラ
さ
い
た

ま
三

代
表
者
の
氏
名

佐
�

八
郎

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
緑
区
原
山
四
丁
目
七

番
二
二
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
住
民
に
対
し
、
Ｉ
Ｔ

の
知
識
・
技
術
及
び
活
用
法
の
普
及
を
図

り
、
誰
も
が
Ｉ
Ｔ
を
安
全
に
利
用
で
き
る
社

会
実
現
の
活
動
に
よ
っ
て
、
地
域
住
民
の
生

活
向
上
及
び
情
報
化
社
会
の
推
進
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
十
七
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定

非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書

が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
す
る
。

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
を

申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活
部

Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法

並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法

（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http
:

//w
w
w
.saitam

aken-npo.net/

））に
よ
り
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
三
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
九
月
二
十
二
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

（
変
更
前
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
市
民

活
動
情
報
セ
ン
タ
ー
・
ハ
ン
ズ
オ
ン
埼
玉

（
変
更
後
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
ハ
ン

ズ
オ
ン
埼
玉

三

代
表
者
の
氏
名

伊
関

友
伸

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
二
丁
目

一
〇
番
六
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
一
人
ひ
と
り
の
市
民
が
、

他
者
と
と
も
に
、
こ
の
社
会
や
地
域
の
課
題

を
発
見
・
共
有
し
、
そ
の
解
決
の
担
い
手
に

な
る
こ
と
が
で
き
る
市
民
参
画
型
の
ま
ち
づ

く
り
を
目
指
し
、
市
民
参
画
型
の
ま
ち
づ
く

り
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
に
関
す
る
調
査

研
究
と
政
策
提
言
、
市
民
参
画
型
の
プ
ロ
グ

ラ
ム
開
発
と
推
進
、
非
営
利
組
織
の
事
業
お

よ
び
組
織
運
営
の
支
援
な
ど
に
関
す
る
諸
活

動
を
行
う
。

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
十
八
号

埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
六
年
埼

玉
県
条
例
第
六
十
一
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
聴
会
を
開
催
す

る
。

平
成
二
十
年
十
月
三
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

件
名

草
加
都
市
計
画
事
業
（
仮
称
）
三
郷
イ
ン

タ
ー
南
部
土
地
区
画
整
理
事
業
に
係
る
環
境

影
響
評
価
公
聴
会

二

日
時
及
び
場
所

ア

平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
（
土
）
午
前

十
時
か
ら
正
午
ま
で

八
潮
市
「
ゆ
ま
に

て
」

イ

平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
（
土
）
午
後

二
時
か
ら
四
時
ま
で

三
郷
市
役
所
七
階

大
会
議
室

三

事
業
者
及
び
都
市
計
画
決
定
権
者
の
名

称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

三
郷
市
長

木
津

雅
晟

埼
玉
県
三
郷
市
花
和
田
六
四
八
番
地
一

四

意
見
を
聴
こ
う
と
す
る
事
項

草
加
都
市
計
画
事
業
（
仮
称
）
三
郷
イ
ン

タ
ー
南
部
土
地
区
画
整
理
事
業
に
係
る
環
境

影
響
評
価
準
備
書
に
つ
い
て
の
環
境
の
保
全

の
見
地
か
ら
の
意
見

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
十
九
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
、
第
四
十
六
条
第

一
項
、
第
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
者
を
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
者
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
十
月
三
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

平
成
２０
年
８
月
指
定
事
業
者

介
護
保
険

事
業
所
名
称

事
業
所
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
種
類

申
請
者
名
称

指
定
年
月
日

事
業
所
番
号

１１７０４０２４７１
ジャパンケアサービス

ハッピー川越・ヘルパーステーション
川
越
市
新
宿
町
６
―
１
―１０

町
田
ビ
ル
１
階
訪
問
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
グ
ル
ー
プ

平
成
２０
年
８
月
１
日

－９－

第����号平成��年��月�日（金曜日）



１１７０４０２４７１
ジャパンケアサービス

ハッピー川越・ヘルパーステーション
川
越
市
新
宿
町
６
―
１
―１０

町
田
ビ
ル
１
階
介
護
予
防
訪
問
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
グ
ル
ー
プ

平
成
２０
年
８
月
１
日

１１７０４０２４８９
ジャパンケアサービス

ハッピー川越・居宅介護支援事業所
川
越
市
新
宿
町
６
―
１
―１０

町
田
ビ
ル
１
階
居
宅
介
護
支
援

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
グ
ル
ー
プ

平
成
２０
年
８
月
１
日

１１７０５００７９５
ケ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
ゆ
う
ゆ
う

南
埼
玉
郡
宮
代
町
宮
代
２
丁
目
５
番１０号

訪
問
介
護

ケ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
ゆ
う
ゆ
う
合
同
会
社

平
成
２０
年
８
月
１
日

１１７０５００７９５
ケ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
ゆ
う
ゆ
う

南
埼
玉
郡
宮
代
町
宮
代
２
丁
目
５
番１０号

介
護
予
防
訪
問
介
護

ケ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
ゆ
う
ゆ
う
合
同
会
社

平
成
２０
年
８
月
１
日

１１７０８０１６６４
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
あ
お
ぞ
ら

越
谷
市
大
澤
３２１９

番
１９

居
宅
介
護
支
援

医
療
法
人
社
団
埼
玉
光
明
会

平
成
２０
年
８
月
１
日

１１７０９００６８０
株
式
会
社
ち
ゅ
ら
ら

久
喜
市
吉
羽１９１４―

７
ベ
ル
ハ
イ
ツ１０３号

福
祉
用
具
貸
与

株
式
会
社
ち
ゅ
ら
ら

平
成
２０
年
８
月
１
日

１１７０９００６８０
株
式
会
社
ち
ゅ
ら
ら

久
喜
市
吉
羽１９１４―

７
ベ
ル
ハ
イ
ツ１０３号

特
定
福
祉
用
具
販
売

株
式
会
社
ち
ゅ
ら
ら

平
成
２０
年
８
月
１
日

１１７０９００６８０
株
式
会
社
ち
ゅ
ら
ら

久
喜
市
吉
羽１９１４―

７
ベ
ル
ハ
イ
ツ１０３号

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
株
式
会
社
ち
ゅ
ら
ら

平
成
２０
年
８
月
１
日

１１７０９００６８０
株
式
会
社
ち
ゅ
ら
ら

久
喜
市
吉
羽１９１４―

７
ベ
ル
ハ
イ
ツ１０３号

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売
株
式
会
社
ち
ゅ
ら
ら

平
成
２０
年
８
月
１
日

１１７１０００３３２
ケ
ア
サ
ポ
ー
ト
こ
い
ず
み

八
潮
市
南
後
谷４３０―

２
コ
ー
ポ
ボ
ー
ヤ１０２号

室
居
宅
介
護
支
援

株
式
会
社
ト
ラ
ス
ト
メ
デ
ィ
カ
ル
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
平
成
２０
年
８
月
１
日

１１７１０００４１５
訪
問
介
護
事
業
所
し
ら
と
り

八
潮
市
八
條
１３１３

番
地

訪
問
介
護

ケ
ア
・
ラ
イ
フ
株
式
会
社

平
成
２０
年
８
月
１
日

１１７１０００４１５
訪
問
介
護
事
業
所
し
ら
と
り

八
潮
市
八
條
１３１３

番
地

介
護
予
防
訪
問
介
護

ケ
ア
・
ラ
イ
フ
株
式
会
社

平
成
２０
年
８
月
１
日

１１７１１０１３０４
あ
ず
ま
や

北
�
飾
郡
杉
戸
町
清
地
二
丁
目１６番

５
号
通
所
介
護

株
式
会
社
C
O
N
VISTA

平
成
２０
年
８
月
１
日

１１７１１０１３０４
あ
ず
ま
や

北
�
飾
郡
杉
戸
町
清
地
二
丁
目１６番

５
号
短
期
入
所
生
活
介
護

株
式
会
社
C
O
N
VISTA

平
成
２０
年
８
月
１
日

１１７１１０１３０４
あ
ず
ま
や

北
�
飾
郡
杉
戸
町
清
地
二
丁
目１６番

５
号
介
護
予
防
通
所
介
護

株
式
会
社
C
O
N
VISTA

平
成
２０
年
８
月
１
日

１１７１１０１３０４
あ
ず
ま
や

北
�
飾
郡
杉
戸
町
清
地
二
丁
目１６番

５
号

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
株
式
会
社
C
O
N
VISTA

平
成
２０
年
８
月
１
日

１１７１９００９０３
株
式
会
社
ア
ム
ス

戸
田
市
笹
目
六
丁
目
１７
番
地
の
１
―
１０６

福
祉
用
具
貸
与

株
式
会
社
ア
ム
ス

平
成
２０
年
８
月
１
日

１１７１９００９０３
株
式
会
社
ア
ム
ス

戸
田
市
笹
目
六
丁
目
１７
番
地
の
１
―
１０６

特
定
福
祉
用
具
販
売

株
式
会
社
ア
ム
ス

平
成
２０
年
８
月
１
日

１１７１９００９０３
株
式
会
社
ア
ム
ス

戸
田
市
笹
目
六
丁
目
１７
番
地
の
１
―
１０６

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与

株
式
会
社
ア
ム
ス

平
成
２０
年
８
月
１
日

１１７１９００９０３
株
式
会
社
ア
ム
ス

戸
田
市
笹
目
六
丁
目
１７
番
地
の
１
―
１０６

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売
株
式
会
社
ア
ム
ス

平
成
２０
年
８
月
１
日

１１７２３００５２５
株
式
会
社
愛
和
和
光
営
業
所

和
光
市
本
町
１５
―
５１

２
F

訪
問
入
浴
介
護

株
式
会
社
愛
和

平
成
２０
年
８
月
１
日

１１７２３００５２５
株
式
会
社
愛
和
和
光
営
業
所

和
光
市
本
町
１５
―
５１

２
F

居
宅
介
護
支
援

株
式
会
社
愛
和

平
成
２０
年
８
月
１
日

１１７２５０２９２２
ジャパンケアサービス

ハッピー所沢・ヘルパーステーション
所沢市松葉町１７―１５

ニューアーバン第１ビル２階
訪
問
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
グ
ル
ー
プ

平
成
２０
年
８
月
１
日

１１７２５０２９２２
ジャパンケアサービス

ハッピー所沢・ヘルパーステーション
所沢市松葉町１７―１５

ニューアーバン第１ビル２階
介
護
予
防
訪
問
介
護

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
グ
ル
ー
プ

平
成
２０
年
８
月
１
日

１１７２５０２９３０
ジャパンケアサービス

ハッピー所沢・居宅介護支援事業所
所沢市松葉町１７―１５

ニューアーバン第１ビル２階
居
宅
介
護
支
援

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
グ
ル
ー
プ

平
成
２０
年
８
月
１
日

１１７３１０１８９８
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
ね
こ
の
手
本
舗

熊
谷
市
上
之
２０３２

番
地
２

介
護
予
防
通
所
介
護

株
式
会
社
ね
こ
の
手
本
舗

平
成
２０
年
８
月
１
日

１１７４５０１３４４
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
ひ
ろ

大
里
郡
寄
居
町
赤
浜
１８２４

番
地
９

居
宅
介
護
支
援

株
式
会
社
エ
イ
ト
キ
ュ
ー
ブ

平
成
２０
年
８
月
１
日

１１７４６０１２２７
す
ず
き
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

深
谷
市
矢
島
７６９
番
地
４

居
宅
介
護
支
援

合
同
会
社
す
ず
き
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

平
成
２０
年
８
月
１
日

１１７４９００７５１
心
を
つ
な
ぐ
介
護
相
談
室
奏

秩
父
市
中
村
町
４
―
９
―
５

居
宅
介
護
支
援

有
限
会
社
ア
ッ
プ
ウ
エ
ル
ア
ク
セ
ス

平
成
２０
年
８
月
１
日

１１７５７００５０７
介
護
シ
ョ
ッ
プ
た
く
の

�
田
市
上
１
―
８
―
５

福
祉
用
具
貸
与

株
式
会
社
拓
乃
総
庭

平
成
２０
年
８
月
１
日

１１７５７００５０７
介
護
シ
ョ
ッ
プ
た
く
の

�
田
市
上
１
―
８
―
５

特
定
福
祉
用
具
販
売

株
式
会
社
拓
乃
総
庭

平
成
２０
年
８
月
１
日

１１７５７００５０７
介
護
シ
ョ
ッ
プ
た
く
の

�
田
市
上
１
―
８
―
５

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
株
式
会
社
拓
乃
総
庭

平
成
２０
年
８
月
１
日

－１０－

第����号平成��年��月�日（金曜日）
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�
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�

１１７５７００５０７
介
護
シ
ョ
ッ
プ
た
く
の

�
田
市
上
１
―
８
―
５

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売
株
式
会
社
拓
乃
総
庭

平
成
２０
年
８
月
１
日

１１７５７００５１５
居
宅
介
護
支
援
フ
ロ
ー
ラ
蓮
田

�
田
市
黒
浜
３５６１

―
２

居
宅
介
護
支
援

株
式
会
社
関
東
メ
デ
ィ
カ
ル
・
ケ
ア

平
成
２０
年
８
月
１
日

１１７５７００５２３
あ
お
い
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

�
田
市
根
金
１６９８

番
地
１

通
所
介
護

有
限
会
社
お
お
し
ま

平
成
２０
年
８
月
１
日

１１７５７００５２３
あ
お
い
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

�
田
市
根
金
１６９８

番
地
１

介
護
予
防
通
所
介
護

有
限
会
社
お
お
し
ま

平
成
２０
年
８
月
１
日

１１７５７００５３１
あ
お
い
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ

�
田
市
根
金
１６９８

番
地
１

短
期
入
所
生
活
介
護

有
限
会
社
お
お
し
ま

平
成
２０
年
８
月
１
日

１１７５７００５３１
あ
お
い
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ

�
田
市
根
金
１６９８

番
地
１

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
有
限
会
社
お
お
し
ま

平
成
２０
年
８
月
１
日

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
二
十
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
施
設
の
使
用
料
、
手
数
料
及
び
物
品
売
払
代
金
の
収
納
事
務
を
、

同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
者
に
、
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
委
託
し
た
。

平
成
二
十
年
十
月
三
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

施
設
の
名
称

受
託
者
の
住
所
、
名
称
及
び
代
表
者
氏
名

委
託
期
間

埼
玉
県
総
合
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

セ
ン
タ
ー

東
京
都
千
代
田
区
神
田
佐
久
間
町
３
丁
目
２
番
地

株
式
会
社

日
本
医
療
事
務
セ
ン
タ
ー

代
表
取
締
役

土

屋

修

平
成
二
十
年

十
月
一
日
か

ら
平
成
二
十

三
年
九
月
三

十
日
ま
で

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
二
十
一
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
三
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

届
出
の
概
要
等

イ

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ベ
イ
シ
ア
モ
ー
ル
滑
川
（
Ｎ
街
区
）

比
企
郡
滑
川
町
大
字
羽
尾
字
大
道
二
千
三
百
二
十
六
の
一
外

ロ

変
更
の
概
要

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

（
変
更
前
）
位
置

図
面
省
略

六
三
五
台

（
変
更
後
）
位
置

図
面
省
略

五
五
一
台

ハ

変
更
年
月
日

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
日

ニ

届
出
年
月
日

平
成
二
十
年
九
月
十
九
日

二

縦
覧
期
間

平
成
二
十
年
十
月
三
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
二
月
三
日
ま
で

三

縦
覧
場
所

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課

埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー

四

意
見
書
の
提
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ

意
見
書
提
出
期
間

平
成
二
十
年
十
月
三
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
二
月
三
日
ま
で

ロ

意
見
書
提
出
先

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課

－１１－

第����号平成��年��月�日（金曜日）
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�

伝
染
病
及
び

家
畜
の
種
類

患

畜

及

び

疑
似
患
畜
の
区
分

頭
数
及
び

群

数

発
生
場
所
又
は

区

域

発
生
年
月
日

処

置

ヨ
ー
ネ
病

牛

疑
似
患
畜

二
頭

熊
谷
市

平
成
二
十
年

九
月
二
十
五
日

隔
離

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
二
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
川
島
町
長
か
ら
次
の
土
地
改
良
事
業
の
工
事
を
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
十
月
三
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

事
業

川
島
町
営
土
地
改
良
事
業
（
基
盤
整
備
促
進
事
業
（
農
道
））

二

地
区

川
島
町
小
見
野
地
区

三

工
事
完
了
年
月
日

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
二
十
三
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
次
の
と
お
り
患
畜
等
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す

る
。

平
成
二
十
年
十
月
三
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
二
十
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九

十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
県
営
土
地
改
良
事
業
大
里
中
央
地
区
（
農

業
用
道
路
の
新
設
・
変
更
事
業
）
事
業
計
画
を

変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
変
更
に
係
る
土
地
改
良
事

業
計
画
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
二
十
年
十
月
三
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

縦
覧
期
間

平
成
二
十
年

十
月

六
日
か
ら

平
成
二
十
年
十
一
月

四
日
ま
で

二

縦
覧
場
所

深
谷
市
役
所

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
二
十
五
号

三
郷
市
か
ら
草
加
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変

更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該

図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画

課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
三
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
二
十
六
号

本
庄
市
か
ら
本
庄
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変

更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該

図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画

課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
三
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
二
十
七
号

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第

百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
土
地
区
画
整
理
組
合
の
定
款
の
変
更
を
認

可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
三
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

組
合
の
名
称

鷲
宮
町
西
大
輪
特
定
土
地
区
画
整
理
組
合

二

事
業
施
行
期
間

昭
和
五
十
八
年
二
月
四
日
か
ら

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

施
行
地
区

鷲
宮
町
大
字
西
大
輪
字
水
口
、
字
原
、
字

杉
内
、
字
下
出
、
字
宿
、
字
外
野
前
、
字
川

原
、
字
古
川
の
各
一
部

鷲
宮
町
大
字
東
大
輪
字
新
道
、
字
明
徳
、

字
中
島
、
字
浅
間
下
の
各
一
部

鷲
宮
町
大
字
外
野
字
中
島
、
字
前
、
字
深

田
の
各
一
部

四

事
務
所
の
所
在
地

北
�
飾
郡
鷲
宮
町
桜
田
一
丁
目
４
番
４

五

設
立
認
可
の
年
月
日

昭
和
五
十
八
年
二
月
四
日

六

変
更
認
可
の
年
月
日

平
成
二
十
年
十
月
三
日

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
二
十
八
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

－１２－

第����号平成��年��月�日（金曜日）
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平
成
二
十
年
十
月
三
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

許
可
番
号

平
成
二
十
年
七
月
二
十
五
日

指
令
杉
整
第
二
〇
〇
〇
六
〇
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
九
月
二
十
九
日
第
四
十
四
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

南
埼
玉
郡
菖
蒲
町
大
字
菖
蒲
字
西
堀
一
四

九
五
番
一
、
一
四
九
五
番
二

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

さ
い
た
ま
市
大
宮
区
桜
木
町
二
丁
目
二
八

六
番
地

株
式
会
社

ア
イ
ダ
設
計

代
表
取
締
役

會
田

貞
光

埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
一
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ

る
道
路
の
位
置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。

平
成
二
十
年
十
月
三
日

埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長

榎

本

恵

樹

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
五
十

六
号都

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
三
日

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長

根

岸

功

一

許
可
番
号

平
成
二
十
年
七
月
十
七
日

指
令
飯
整
第
二
〇
〇
〇
一
六
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
九
月
二
十
九
日

飯
整
第
二
〇
〇
〇
一
八
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

入
間
郡
毛
呂
山
町
大
字
岩
井
字
琵
琶
橋
一

四
八
六
番
一
、
一
四
八
七
番
一

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

毛
呂
山
町
大
字
西
大
久
保
一
〇
〇
番
地
二

峯
岸

和
子

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
二
十
九
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
基

づ
き
指
定
し
た
収
納
代
理
金
融
機
関
に
関
し
、次
の
と
お
り
合
併
に
よ
る
名
称
の
変
更
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
十
月
三
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

変
更
前
の
名
称

変
更
後
の
名
称

変
更
年
月
日

上
尾
市
農
業
協
同
組
合

あ
だ
ち
野
農
業
協
同
組
合

平
成
二
十
年
十
月
一
日

指
定
番
号

指

定

年

月

日

指

定

し

た

道

路

の

位

置

道
路
の
幅
員

（
単
位
メ
ー
ト
ル
）

道
路
の
延
長

（
単
位
メ
ー
ト
ル
）

申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名
又
は
名
称

第

二

号

平
成
二
十
年
九
月
二
十
五
日

北
足
立
郡
伊
奈
町
栄
一
丁
目
六
十
二
―
一
、
六
十

二
―
八

四
・
〇
〇

二
三
・
七
八

北
足
立
郡
伊
奈
町
大
字
小
室
千
五
百
七
十
二

加
藤

新
一

北
足
立
郡
伊
奈
町
栄
一
丁
目
六
十
一
―
二

渡
邉

久
子

－１３－

第����号平成��年��月�日（金曜日）
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埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
百
二
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
十
月
三
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
三
日

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長

亀

井

清

司

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

大
野
東
松
山
線

三

道
路
の
区
域

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
百
二
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
十
月
三
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
三
日

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長

亀

井

清

司

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

大
野
東
松
山
線

三

道
路
の
区
域

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
百
二
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
十
月
三
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
三
日

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長

亀

井

清

司

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

大
野
東
松
山
線

三

道
路
の
区
域

旧
新
別

区

間

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

旧

比
企
郡
と
き
が
わ
町
大
字
田
中
字
藤
坂
三
〇
番
地
先
か
ら
同
郡
同
町
大

字
馬
場
字
川
原
四
四
番
一
地
先
ま
で

七
・
七
〇

〜
一
七
・
二
〇

二
二
四
・
六
〇

自
転
車
歩
行
者
道
整
備
工
事

新

一
二
・
三
〇〜

二
一
・
二
〇

旧
新
別

区

間

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

旧

比
企
郡
と
き
が
わ
町
大
字
西
平
字
横
道
三
〇
〇
五
番
一
地
先
か
ら
同
郡

同
町
大
字
西
平
字
曲
玉
谷
二
九
一
二
番
三
地
先
ま
で

六
・
五
〇

〜
一
〇
・
〇
〇

一
八
三
・
〇
〇

地
方
特
定
道
路
（
改
築
）
整
備
工
事（
曲
玉
谷
橋
・
取
付
道
路
工
）

新

八
・
五
〇

〜
二
八
・
五
〇

一
七
一
・
〇
〇

－１４－

第����号平成��年��月�日（金曜日）
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埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
百
二
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
十
月
三
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
三
日

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長

亀

井

清

司

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

大
野
東
松
山
線

三

道
路
の
区
域

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
百
三
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
十
月
三
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
三
日

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長

亀

井

清

司

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

熊
谷
小
川
秩
父
線

三

道
路
の
区
域

旧
新
別

区

間

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

旧

比
企
郡
と
き
が
わ
町
大
字
番
匠
字
宿
四
四
〇
番
六
地
先
か
ら
同
郡
同
町

大
字
番
匠
字
原
二
八
七
番
一
地
先
ま
で

七
・
七
〇

〜
九
・
七
〇

四
三
・
二
〇

地
方
特
定
道
路
（
交
通
安
全
）
整
備
工
事

新

一
〇
・
五
〇〜

一
一
・
〇
〇

旧
新
別

区

間

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

旧

比
企
郡
と
き
が
わ
町
大
字
田
中
字
螺
向
三
一
四
番
一
地
先
か
ら
同
郡
同

町
大
字
田
中
字
中
組
二
二
五
番
一
地
先
ま
で

八
・
五
〇

〜
一
六
・
〇
〇

二
七
〇
・
六
〇

交
通
安
全
施
設
歩
道
整
備
工
事

新

一
二
・
〇
〇〜

三
四
・
〇
〇
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第����号平成��年��月�日（金曜日）
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埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
百

三
十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
三
日

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長

亀

井

清

司

一

許
可
番
号

平
成
二
十
年
七
月
十
八
日

第
二
〇
〇
〇
三
四
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
九
月
二
十
五
日

第
二
〇
〇
〇
六
三
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

比
企
郡
吉
見
町
大
字
大
和
田
字
西
谷
町
一

一
九
―
三

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

比
企
郡
吉
見
町
大
字
大
和
田
三
二
五
―
一

矢
部

真
佐
美

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
百

三
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
三
日

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長

亀

井

清

司

一

許
可
番
号

平
成
二
十
年
五
月
二
十
七
日

第
一
九
〇
一
二
一
一
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
九
月
二
十
六
日

第
二
〇
〇
〇
六
八
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

比
企
郡
嵐
山
町
大
字
志
賀
字
金
平
五
〇
七

―
一
四

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

比
企
郡
嵐
山
町
大
字
志
賀
五
〇
七
―
五

水
野

榮

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
四
十

六
号都

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
三
日

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長

南

沢

郁
一
郎

一

許
可
番
号

平
成
二
十
年
九
月
二
十
四
日

指
令
行
整
第
一
九
〇
〇
六
九
一
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
九
月
二
十
五
日
第
十
三
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

北
埼
玉
郡
大
利
根
町
大
字
旗
井
字
沖
六
三

〇
―
一
、
六
三
〇
―
二
、
六
三
一
―
二

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

埼
玉
県
北
埼
玉
郡
大
利
根
町
大
字
中
渡
一

〇
―
五

根
岸

利
雄

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
百
二

十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
三
日

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長

平

井

順

一

一

許
可
番
号

平
成
二
十
年
五
月
二
十
一
日

指
令
杉
整
第
二
〇
〇
〇
〇
五
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
九
月
二
十
五
日

杉
整
第
九
〇
七
―
一
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

南
埼
玉
郡
菖
蒲
町
大
字
新
堀
字
八
束
二
四

四
―
五

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

加
須
市
南
町
一
五
―
六
六

エ
ル
デ
ィ
ム

柿
沼
二
〇
三
号

堀
部

信
和
・
堀
部

ま
な
ぶ

旧
新
別

区

間

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

旧

秩
父
郡
東
秩
父
村
大
字
皆
谷
字
皆
谷
四
番
四
地
先
か
ら
同
郡
同
村
大
字

皆
谷
字
皆
谷
三
一
番
五
地
先
ま
で

五
・
三
〇

〜
一
六
・
四
〇

五
三
〇
・
〇
〇

地
方
特
定
道
路
（
改
築
）
整
備
工
事

新

一
〇
・
五
〇〜

一
六
・
七
〇

－１６－
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埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
百
二

十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
三
日

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長

平

井

順

一

一

許
可
番
号

平
成
二
十
年
九
月
二
十
二
日

指
令
杉
整
第
二
〇
〇
〇
八
二
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
九
月
二
十
九
日

杉
整
第
九
一
四
―
一
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

北
�
飾
郡
栗
橋
町
大
字
狐
塚
字
三
番
一
二

三
―
三
、
一
二
三
―
四

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

北
�
飾
郡
栗
橋
町
大
字
狐
塚
一
二
三

鈴
木

伸
弘

埼
玉
県
教
委
告
示
第
四
十
号

埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
を
次
の
と
お
り

招
集
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
三
日

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長

�

橋

史

朗

一

日
時

平
成
二
十
年
十
月
九
日

午
前
九
時
三
十

分
二

場
所

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番

一
号埼

玉
県
教
育
局
教
育
委
員
会
室

三

議
題

イ

埼
玉
県
教
育
振
興
基
本
計
画
大
綱
に
つ

い
て

ロ

そ
の
他

埼
玉
県
監
査
委
員
告
示
第
１１
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
２２
年
法
律
第
６７
号
）
第
１９９
条
第
１２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
埼
玉
県
知
事
か
ら
監
査
の
結
果
に
よ
り
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
２０
年
１０
月
３
日

埼
玉
県
監
査
委
員
春
日
敏
彦

埼
玉
県
監
査
委
員
米
田
正
巳

埼
玉
県
監
査
委
員
樋
口
�
利

埼
玉
県
監
査
委
員
小
島
信
昭

１
団
体
別
の
措
置
状
況

監
査
対
象
団
体

所
管
部
局

監
査
結
果
の
公
表
年
月
日

（
県
報
の
号
数
）

監
査
の
結
果

講
じ
た
措
置

嵐
山
郷

児
童
養
護
施
設
お
お
里

障
害
者
交
流
セ
ン
タ
ー

福
祉
部
（
社
会
福
祉
課
）

平
成
２０
年
２
月
２９
日

（
第
１９５７

号
）

部
局
へ
の
注
意

嵐
山
郷
、
児
童
養
護
施
設
お
お
里
及
び
障
害
者
交
流
セ
ン
タ
ー

に
か
か
る
指
定
管
理
業
務
に
お
い
て
、
管
理
目
標
を
設
定
し
て
い

な
か
っ
た
。

管
理
目
標
は
、
県
と
指
定
管
理
者
が
協
議
の
う
え
県
が
設
定
す

る
も
の
で
あ
り
、
県
は
指
定
管
理
者
制
度
導
入
の
趣
旨
を
踏
ま

え
、
適
切
な
管
理
目
標
を
設
定
し
、
指
定
管
理
者
に
示
す
必
要
が

あ
る
。

平
成
１８
年
度
の
指
定
管
理
導
入
時
に
は
、
具
体
的
な
管
理
目
標
で

は
な
く
、
理
念
を
定
め
て
い
た
が
、
平
成
１９
年
度
は
各
施
設
に
お
い

て
具
体
的
目
標
を
一
つ
設
定
し
た
。
さ
ら
に
平
成
２０
年
度
は
目
標
の

設
定
方
法
を
工
夫
し
、
施
設
ご
と
に
複
数
の
管
理
目
標
の
設
定
を
行

い
、
適
切
な
維
持
管
理
に
努
め
る
。

財
団
法
人
埼
玉
県
産
業
文
化
セ
ン

タ
ー

平
成
２０
年
２
月
２９
日

（
第
１９５７

号
）

団
体
へ
の
意
見

施
設
の
維
持
管
理
に
係
る
工
事
・
委
託
契
約
の
多
く
が
業
務
の

維
持
管
理
に
係
る
内
容
等
を
検
討
し
た
結
果
、
清
掃
業
務
に
つ
い

－１７－
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産
業
労
働
部

（
産
業
労
働
政
策
課
）

特
殊
性
等
を
理
由
に
１
者
に
よ
る
随
意
契
約
と
な
っ
て
い
た
が
、

業
務
内
容
を
再
点
検
の
上
、
可
能
な
限
り
、
経
済
性
や
競
争
性
を

踏
ま
え
た
入
札
・
契
約
方
法
を
導
入
す
る
必
要
が
あ
る
。

て
、
平
成
２０
年
度
か
ら
指
名
競
争
入
札
を
実
施
し
た
。
ま
た
、
他
の

工
事
・
委
託
に
つ
い
て
も
、
今
後
は
業
務
内
容
に
応
じ
、
可
能
な
限

り
競
争
性
等
を
踏
ま
え
た
入
札
・
契
約
方
法
等
を
実
施
す
る
こ
と
と

し
た
。

２
部
局
の
措
置
状
況

対
象
部
局

監
査
結
果
の
公
表
年
月
日

（
県
報
の
号
数
）

監
査
の
結
果

講
じ
た
措
置

県
民
生
活
部

（
旧
：
総
合
政
策
部
、
総
務
部
）

環
境
部

福
祉
部

都
市
整
備
部

教
育
局

平
成
２０
年
２
月
２９
日

（
第
１９５７

号
）

部
局
へ
の
意
見

緊
急
性
な
ど
を
理
由
に
、
本
来
は
施
設
設
置
者
で
あ
る
県
が
実

施
す
べ
き
施
設
の
改
修
や
協
定
書
で
定
め
る
基
準
を
超
え
た
修
繕

を
指
定
管
理
者
が
実
施
し
て
い
る
例
が
見
ら
れ
た
。

ま
た
、
今
後
、
施
設
設
備
や
展
示
物
等
の
老
朽
化
に
伴
う
修
繕

費
等
の
増
加
が
施
設
の
適
正
な
維
持
管
理
や
指
定
管
理
業
務
に
影

響
を
及
ぼ
す
恐
れ
も
あ
る
。

県
は
、
施
設
の
適
正
な
維
持
管
理
と
利
用
者
の
安
全
・
快
適
な

利
用
を
確
保
す
る
た
め
、
施
設
設
置
者
と
し
て
中
長
期
の
修
繕
計

画
を
作
成
し
、
計
画
的
に
修
繕
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
修
繕
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
協
定
書
に
定
め
る
「
施

設
の
改
築
及
び
修
繕
等
の
実
施
及
び
費
用
負
担
区
分
」
の
遵
守
に

努
め
る
必
要
が
あ
る
。

（
県
民
生
活
部
）

中
長
期
計
画
の
修
繕
計
画
を
作
成
済
み
の
施
設
に
つ
い
て
は
、
計

画
に
基
づ
き
修
繕
が
行
わ
れ
る
よ
う
努
め
て
お
り
、
未
作
成
の
施
設

に
つ
い
て
は
、
作
成
す
る
予
定
で
あ
る
。

修
繕
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
協
定
書
に
定
め
る
「
施
設
の
改
築

及
び
修
繕
等
の
実
施
及
び
費
用
負
担
区
分
」
に
基
づ
き
施
設
の
適
正

な
維
持
管
理
に
努
め
て
い
く
。

（
環
境
部
）

中
長
期
的
な
大
規
模
修
繕
等
に
つ
い
て
は
、
指
定
管
理
者
と
調
整

し
な
が
ら
、
施
設
設
備
の
耐
用
年
数
等
の
状
況
及
び
予
算
の
配
分

等
、
優
先
順
位
を
踏
ま
え
た
修
繕
計
画
を
平
成
２０
年
度
中
に
作
成
す

る
予
定
で
あ
る
。

（
福
祉
部
）

嵐
山
郷
な
ど
の
県
立
社
会
福
祉
施
設
に
つ
い
て
は
、
建
築
後
の
経

過
年
数
な
ど
を
踏
ま
え
、
中
・
長
期
的
な
計
画
を
作
成
し
、
必
要
な

修
繕
を
実
施
し
て
い
る
。

修
繕
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
協
定
書
に
定
め
る
「
施
設
の
改
築

及
び
修
繕
等
の
実
施
及
び
費
用
負
担
区
分
」
に
基
づ
き
適
切
な
施
設

の
維
持
管
理
に
努
め
て
い
く
。

（
都
市
整
備
部
）

施
設
の
計
画
的
な
修
繕
に
つ
い
て
は
、
平
成
１９
年
度
に
熊
谷
ス
ポ

ー
ツ
文
化
公
園
の
陸
上
競
技
場
の
修
繕
計
画
を
策
定
し
た
。
今
後

は
、
他
の
公
園
施
設
に
つ
い
て
修
繕
計
画
を
進
め
る
予
定
で
あ
る
。

修
繕
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
協
定
書
の
「
施
設
の
改
築
及
び
修

繕
等
の
実
施
及
び
費
用
負
担
区
分
」
に
基
づ
き
、
適
正
な
運
用
に
努

め
て
い
く
。

－１８－
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（
教
育
局
）

さ
い
た
ま
文
学
館
に
お
け
る
中
長
期
的
な
施
設
整
備
に
つ
い
て

は
、
県
の
大
規
模
改
修
計
画
や
中
間
改
修
計
画
に
よ
り
、
指
定
管
理

者
と
調
整
し
な
が
ら
、
実
施
し
て
い
く
。

修
繕
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
協
定
書
に
定
め
る
「
施
設
の
改
築
及

び
修
繕
等
の
実
施
及
び
費
用
負
担
区
分
」
の
遵
守
に
努
め
て
い
く
。

保
健
医
療
部

（
医
療
整
備
課
）

平
成
２０
年
６
月
２７
日

（
第
１９９１

号
）

部
局
へ
の
注
意

看
護
師
等
養
成
所
運
営
費
補
助
金
及
び
看
護
師
等
養
成
所
教
育

強
化
費
補
助
金
の
額
の
算
定
に
当
た
り
、
県
は
補
助
団
体
に
対
し

統
一
的
な
基
準
を
示
し
て
具
体
的
な
指
導
を
行
っ
て
い
な
か
っ

た
。
ま
た
、
交
付
申
請
書
や
実
績
報
告
書
等
の
審
査
事
務
も
十
分

に
実
施
し
て
い
な
か
っ
た
。

県
は
、
補
助
金
の
事
務
処
理
が
補
助
団
体
に
よ
っ
て
異
な
っ
た

取
扱
い
と
な
ら
な
い
よ
う
、
定
期
的
に
事
務
研
修
会
を
開
催
す
る

な
ど
、
法
人
に
対
し
適
正
な
指
導
監
督
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

看
護
師
等
養
成
所
の
事
務
担
当
者
を
対
象
と
し
た
説
明
会
を
開
催

し
、
厚
生
労
働
省
通
知
等
に
基
づ
く
統
一
的
な
基
準
を
周
知
徹
底
す

る
な
ど
、
適
正
な
指
導
監
督
を
行
っ
た
。

ま
た
、
実
績
報
告
書
等
に
つ
い
て
は
、
よ
り
詳
細
な
関
係
書
類
の

添
付
を
求
め
る
こ
と
と
し
、
関
係
職
員
に
お
い
て
は
改
め
て
基
準
等

を
確
認
し
た
上
で
、
入
念
な
審
査
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

埼
玉
県
監
査
委
員
告
示
第
１２
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
２２
年
法
律
第
６７
号
）
第
１９９
条
第
１
項
、
第
２
項
及
び
第
４
項
の
規
定
に

基
づ
き
監
査
を
執
行
し
た
の
で
、
同
条
第
９
項
の
規
定
に
基
づ
く
監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
及

び
同
条
第
１０
項
の
規
定
に
基
づ
く
意
見
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
２０
年
１０
月
３
日

埼
玉
県
監
査
委
員
春
日
敏
彦

埼
玉
県
監
査
委
員
米
田
正
巳

埼
玉
県
監
査
委
員
樋
口
�
利

埼
玉
県
監
査
委
員
小
島
信
昭

１
監
査
結
果

�
監
査
の
対
象
事
務

平
成
１９
年
度
・
平
成
２０
年
度
に
お
け
る
財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
、
経
営
に
係
る
事
業

の
管
理
及
び
そ
の
他
の
事
務
の
執
行

�
監
査
の
対
象
機
関

１８５
機
関

所
管
部
局

監
査

対
象

機
関

知
事
室
長

秘
書
課
（
報
道
長
、
総
合
調
整
幹
を
含
む
）

企
画
財
政
部

企
画
総
務
課
、
計
画
調
整
課
、
財
政
課
、
改
革
推
進
課
、
IT
推
進
課
、
シ
ス

テ
ム
調
整
課
（
電
子
サ
ー
ビ
ス
推
進
室
長
を
含
む
）、
地
域
政
策
課
、
市
町
村

課
、
土
地
水
政
策
課
、
交
通
政
策
課

総
務
部

人
事
課
、
職
員
課
、
文
書
課
、
学
事
課
、
管
財
課
、
統
計
課
、
総
務
事
務
セ
ン

タ
ー
、
税
務
課
（
特
別
徴
収
対
策
室
長
を
含
む
）、
入
札
企
画
課
、
入
札
審
査

課
、
入
札
執
行
課

県
民
生
活
部

広
聴
広
報
課
、
N
PO
活
動
推
進
課
、
人
権
推
進
課
、
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
、

文
化
振
興
課
、
国
際
課
、
青
少
年
課
、
男
女
共
同
参
画
課
、
消
費
生
活
課
、
交

通
安
全
課
（
県
民
防
犯
推
進
室
長
を
含
む
）

危
機
管
理

防
災
部

危
機
管
理
課
、
消
防
防
災
課
、
化
学
保
安
課

環
境
部

環
境
政
策
課
、
温
暖
化
対
策
課
、
青
空
再
生
課
、
水
環
境
課
、
産
業
廃
棄
物
指

導
課
、
資
源
循
環
推
進
課
、
自
然
環
境
課
（
み
ど
り
再
生
推
進
室
長
を
含
む
）

－１９－
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福
祉
部

福
祉
政
策
課
、
社
会
福
祉
課
、
高
齢
者
福
祉
課
、
介
護
保
険
課
、
障
害
者
福
祉

課
（
障
害
者
社
会
参
加
推
進
室
長
を
含
む
）、
福
祉
施
設
監
査
課
、
少
子
政
策

課
、
子
育
て
支
援
課
、
こ
ど
も
安
全
課
、
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

保
健
医
療
部

保
健
医
療
政
策
課
、
国
保
医
療
課
、
医
療
整
備
課
、
健
康
づ
く
り
支
援
課
、
疾

病
対
策
課
、
生
活
衛
生
課
、
食
品
安
全
課
、
薬
務
課

産
業
労
働
部

産
業
労
働
政
策
課
（
観
光
振
興
室
長
を
含
む
）、
新
産
業
育
成
課
、
商
業
支
援

課
、
工
業
支
援
課
（
産
業
拠
点
整
備
室
長
を
含
む
）、
企
業
誘
致
・
経
営
支
援

課
、
金
融
課
、
勤
労
者
福
祉
課
、
就
業
支
援
課
、
産
業
人
材
育
成
課

農
林
部

農
業
政
策
課
（
米
づ
く
り
改
革
支
援
室
長
、
農
地
活
用
推
進
室
長
を
含
む
）、

農
産
物
安
全
課
、
畜
産
安
全
課
、
農
業
支
援
課
、
生
産
振
興
課
、
流
通
販
売
課
、

森
づ
く
り
課
（
木
材
利
用
推
進
室
長
を
含
む
）、
農
村
整
備
課

県
土
整
備
部

県
土
整
備
総
務
課
（
県
土
づ
く
り
企
画
室
長
を
含
む
）、
技
術
管
理
課
（
工
事

検
査
員
を
含
む
）、
用
地
課
、
道
路
政
策
課
、
道
路
街
路
課
、
道
路
環
境
課
、

河
川
砂
防
課
、
建
設
業
課

都
市
整
備
部

都
市
整
備
総
務
課
、
都
市
計
画
課
（
田
園
都
市
産
業
ゾ
ー
ン
推
進
室
長
を
含

む
）、
市
街
地
整
備
課
、
公
園
課
（
ス
タ
ジ
ア
ム
管
理
室
長
を
含
む
）、
下
水
道

課
、
開
発
指
導
課
、
建
築
指
導
課
、
住
宅
課
、
営
繕
課
、
設
備
課
、
新
都
心
事

業
調
整
課

会
計
管
理
者

出
納
総
務
課
、
会
計
管
理
課

企
業
局

総
務
課
（
契
約
局
長
、
工
事
検
査
員
を
含
む
）、
財
務
課
、
地
域
整
備
課
、
水

道
業
務
課
、
水
道
施
設
課
、
水
道
建
設
課

病
院
局

経
営
管
理
課
（
契
約
局
長
、
工
事
検
査
員
を
含
む
）、
循
環
器
・
呼
吸
器
病
セ

ン
タ
ー
、
が
ん
セ
ン
タ
ー
、
小
児
医
療
セ
ン
タ
ー
、
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー

行
政
委
員
会

等
の
事
務
局

議
会
事
務
局
（
秘
書
課
、
総
務
課
、
議
事
課
、
政
策
調
査
課
、
図
書
室
）、
監

査
事
務
局
（
監
査
第
一
課
、
監
査
第
二
課
）、
人
事
委
員
会
事
務
局
（
総
務
給

与
課
、
任
用
審
査
課
）、
労
働
委
員
会
事
務
局
（
審
査
調
整
課
）、
収
用
委
員
会

事
務
局

教
育
局

総
務
課
（
文
教
政
策
室
長
、
全
国
高
校
総
体
推
進
室
長
を
含
む
）、
財
務
課
、

教
職
員
課
、
福
利
課
、
県
立
学
校
人
事
課
、
高
校
教
育
指
導
課
（
生
徒
指
導
室

長
を
含
む
）、
保
健
体
育
課
、
特
別
支
援
教
育
課
（
学
校
・
人
事
評
価
室
長
、

高
校
改
革
推
進
室
長
を
含
む
）、
小
中
学
校
人
事
課
、
義
務
教
育
指
導
課
、
生

涯
学
習
文
化
財
課
（
全
国
生
涯
学
習
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
推
進
室
長
を
含
む
）、

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
、
人
権
教
育
課

警
察
本
部

総
務
課
（
公
安
委
員
会
室
を
含
む
）、
文
書
課
、
広
報
課
（
け
い
さ
つ
総
合
相

談
セ
ン
タ
ー
、
音
楽
隊
を
含
む
）、
情
報
管
理
課
（
照
会
セ
ン
タ
ー
を
含
む
）、

留
置
管
理
課
（
留
置
セ
ン
タ
ー
を
含
む
）、
会
計
課
（
監
査
室
を
含
む
）、
施
設

課
、
装
備
課
（
装
備
技
術
セ
ン
タ
ー
を
含
む
）、
警
務
課
（
採
用
セ
ン
タ
ー
、

犯
罪
被
害
者
対
策
室
、
企
画
調
整
室
を
含
む
）、
監
察
官
室
、
教
養
課
（
現
任

教
養
推
進
室
を
含
む
）、
厚
生
課
、
生
活
安
全
企
画
課
（
生
活
安
全
指
導
室
、

防
犯
の
ま
ち
づ
く
り
推
進
室
、
生
活
安
全
特
別
捜
査
隊
を
含
む
）、
少
年
課（
少

年
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
を
含
む
）、
少
年
捜
査
課
、
生
活
環
境
第
一
課
、
生
活

環
境
第
二
課
（
環
境
犯
罪
対
策
室
を
含
む
）、
地
域
課
（
航
空
隊
を
含
む
）、
通

信
指
令
課
、
自
動
車
警
ら
隊
、
鉄
道
警
察
隊
、
刑
事
総
務
課
（
刑
事
指
導
室
を

含
む
）、
捜
査
第
一
課（
検
視
調
査
室
を
含
む
）、
捜
査
第
二
課
、
捜
査
第
三
課
、

鑑
識
課
、
科
学
捜
査
研
究
所
、
機
動
捜
査
隊
、
組
織
犯
罪
対
策
課
、
捜
査
第
四

課
、
薬
物
銃
器
対
策
課
、
国
際
捜
査
課
、
交
通
企
画
課
（
交
通
安
全
対
策
推
進

室
を
含
む
）、
交
通
指
導
課
（
放
置
駐
車
対
策
セ
ン
タ
ー
を
含
む
）、
交
通
捜
査

課
、
交
通
規
制
課
（
交
通
管
制
セ
ン
タ
ー
を
含
む
）、
交
通
機
動
隊
、
高
速
道

路
交
通
警
察
隊
、
運
転
免
許
課
、
運
転
教
育
課
、
運
転
免
許
試
験
課
、
公
安
第

一
課
、
公
安
第
二
課
、
公
安
第
三
課
、
警
備
課
、
外
事
課（
外
事
特
別
捜
査
隊
、

国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
室
を
含
む
）、
機
動
隊
、
さ
い
た
ま
市
警
察
部
、
第
一

方
面
本
部（
特
別
機
動
警
察
隊
を
含
む
）、
第
二
方
面
本
部
、
第
三
方
面
本
部
、

第
四
方
面
本
部

�
監
査
実
施
日

平
成
２０
年
６
月
２
日
～
平
成
２０
年
７
月
２５
日

�
監
査
の
実
施
方
針

事
務
の
執
行
に
つ
い
て
、
正
確
性
、
合
規
性
は
も
と
よ
り
、
最
少
の
経
費
で
最
大
の
効
果

を
挙
げ
て
い
る
か
と
い
う
経
済
性
、
効
率
性
及
び
有
効
性
の
観
点
か
ら
検
証
し
た
。

�
監
査
の
結
果

ア
指
摘
事
項

財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
及
び
経
営
に
係
る
事
業
の
管
理
並
び
に
事
務
の
執
行
（
以

下
「
事
務
事
業
の
執
行
等
」
と
い
う
。）
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認

め
ら
れ
る
も
の
。

ア
）
事
務
事
業
の
執
行
等
に
重
大
な
誤
り
が
あ
っ
た
た
め
、
当
該
事
業
の
是
正
や
今
後

の
改
善
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
。

イ
）
事
務
事
業
の
執
行
等
に
お
い
て
、
そ
の
効
果
が
極
め
て
不
十
分
な
た
め
抜
本
的
な

改
善
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
。

イ
注
意
事
項

－２０－
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事
務
事
業
の
執
行
等
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
。

ア
）
事
務
事
業
の
執
行
等
に
誤
り
が
あ
っ
た
た
め
、
当
該
事
務
の
是
正
や
今
後
の
改
善

が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
。

イ
）
事
務
事
業
の
執
行
等
に
お
い
て
、
そ
の
効
果
が
不
十
分
な
た
め
一
層
の
改
善
、
工

夫
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
。

監
査
に
お
い
て
指
摘
事
項
又
は
注
意
事
項
と
し
て
認
め
ら
れ
た
も
の
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
っ
た
。

ア
指
摘
事
項

機
関
・
職
制
名

監
査
の
結
果

企
画
財
政
部

シ
ス
テ
ム
調

整
課

平
成
１９
年
度
の
県
庁
LAN

機
器
賃
借
及
び
運
用
管
理
業
務

委
託
は
、
総
合
評
価
方
式
に
よ
り
行
わ
れ
た
。

入
札
価
格
に
お
い
て
８２
，０４７
千
円
高
か
っ
た
が
、
技
術
点
で

高
得
点
を
上
げ
た
価
格
点
２
位
の
業
者
が
落
札
者
と
な
り
、
約

７６４
，２００
千
円
で
契
約
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
入
札
は
、
評
価
方
法
等
に
以
下
の
よ
う
な
課

題
が
あ
っ
た
。

１
価
格
点
は
、
入
札
価
格
が
下
が
る
に
つ
れ
得
点
が
上
が
る

算
定
と
な
っ
て
お
り
、
契
約
の
履
行
が
懸
念
さ
れ
る
よ
う
な

安
値
入
札
で
な
け
れ
ば
高
得
点
が
得
ら
れ
な
い
。
今
回
の
入

札
の
価
格
点
と
技
術
点
の
配
点
割
合
で
あ
る
４
対
６
以
上

に
、
価
格
点
の
実
質
的
な
配
点
割
合
は
低
く
な
っ
て
い
る
。

２
技
術
点
は
、大
半
の
評
価
項
目
に
お
い
て
、順
位
に
従
い
、

配
点
１０
点
に
対
し
１
位
１０
点
、
２
位
５
点
、
３
位
３
点
の
よ

う
に
一
律
の
評
価
得
点
を
算
定
し
て
お
り
、
実
際
の
技
術
水

準
を
反
映
し
た
評
価
と
な
っ
て
い
な
い
。

３
落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
学
識
経
験
者
等
３
名
と

職
員
３
名
で
構
成
さ
れ
た
総
合
評
価
審
査
委
員
会
に
お
い
て

評
価
及
び
採
点
を
行
っ
た
が
、
技
術
面
で
の
評
価
と
運
用
面

で
の
評
価
を
合
わ
せ
て
行
っ
た
た
め
、
評
点
が
特
定
の
１
者

に
大
き
く
集
中
し
た
。

総
務
部

職
員
課

「
埼
玉
県
職
員
住
宅
維
持
管
理
業
務
委
託
」
は
、
部
の
契
約

業
者
等
選
定
委
員
会
に
お
い
て
、
３
業
者
を
選
定
し
た
の
ち
、

見
積
合
わ
せ
を
行
い
、
１９
，４２５
千
円
で
随
意
契
約
に
よ
り
契
約

を
締
結
し
た
。

職
員
課
は
、
競
争
入
札
資
格
要
件
を
公
示
し
て
い
な
か
っ
た

た
め
、
競
争
入
札
を
実
施
で
き
な
い
と
し
、
随
意
契
約
を
採
用

し
て
い
た
。
競
争
入
札
資
格
要
件
を
公
示
し
、
競
争
入
札
を
実

施
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

総
務
部

職
員
課

定
期
健
康
診
断
、
特
定
業
務
従
事
者
健
康
診
断
、
肺
・
大
腸

が
ん
検
診
に
係
る
「
健
康
診
断
業
務
委
託
」
は
、
部
の
契
約
業

者
等
選
定
委
員
会
に
お
い
て
、
３
医
療
機
関
を
選
定
し
た
の

ち
、
見
積
合
わ
せ
を
行
い
、
執
行
予
定
額
約
２５
，４９０
千
円
で

随
意
契
約
に
よ
る
単
価
契
約
を
締
結
し
た
。

職
員
課
は
、
競
争
入
札
資
格
要
件
を
公
示
し
て
い
な
か
っ
た

た
め
、
競
争
入
札
を
実
施
で
き
な
い
と
し
、
随
意
契
約
を
採
用

し
て
い
た
。
競
争
入
札
資
格
要
件
を
公
示
し
、
競
争
入
札
を
実

施
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

総
務
部

職
員
課

胃
検
診
に
係
る
「
健
康
診
断
業
務
委
託
」
は
、
課
の
契
約
業

者
等
選
定
委
員
会
に
お
い
て
、
４
医
療
機
関
を
選
定
し
た
の

ち
、
見
積
合
わ
せ
を
行
い
、
執
行
予
定
額
約
１
，３４１
千
円
で

随
意
契
約
に
よ
る
単
価
契
約
を
締
結
し
た
。

職
員
課
は
、
競
争
入
札
資
格
要
件
を
公
示
し
て
い
な
か
っ
た

た
め
、
競
争
入
札
を
実
施
で
き
な
い
と
し
、
随
意
契
約
を
採
用

し
て
い
た
。
競
争
入
札
資
格
要
件
を
公
示
し
、
競
争
入
札
を
実

施
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

県
民
生
活
部

人
権
推
進
課

「
人
権
啓
発
ポ
ス
タ
ー
（
強
調
月
間
用
）
鉄
道
車
内
掲
出
業

務
委
託
」
に
お
い
て
、
企
画
提
案
型
随
意
契
約
を
約
１
，９４３
千

円
で
締
結
し
て
い
る
。

こ
の
契
約
を
行
う
理
由
と
し
て
「
事
前
に
掲
載
可
能
路
線
及

び
価
格
を
見
積
も
る
の
は
困
難
」
と
あ
る
。
し
か
し
、
過
去
数

年
も
同
様
の
契
約
実
績
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
十
分
な
調
査
を

行
う
こ
と
に
よ
り
、
掲
載
可
能
路
線
や
価
格
を
見
積
も
る
こ
と

は
可
能
で
あ
っ
た
。

過
去
の
実
績
か
ら
、
必
要
か
つ
合
理
的
な
仕
様
書
を
作
成

し
、
競
争
入
札
を
す
べ
き
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
企
画

提
案
型
随
意
契
約
を
採
用
し
た
こ
と
は
適
切
性
に
欠
け
て
い

た
。

県
民
生
活
部

青
少
年
課

子
ど
も
た
ち
を
地
域
で
育
む
事
業
は
、
平
成
１９
年
度
予
算

１０
，０００
千
円
に
対
し
、
執
行
額
は
３
，８３５
千
円
で
あ
り
、
予
算

額
の
約
３８
％
に
と
ど
ま
っ
た
。

制
度
開
始
当
初
の
１６
年
度
は
７
割
近
く
の
執
行
が
あ
っ
た

が
、
１７
・
１８
年
度
は
そ
れ
ぞ
れ
１０
％
台
に
と
ど
ま
り
、
未
だ
十

分
な
改
善
策
が
講
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
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実
施
し
た
事
業
も
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
全
戸
配
布
や
街
頭
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
な
ど
小
規
模
、
単
発
的
な
事
業
に
と
ど
ま
っ
て
い

た
。よ
り
効
果
が
あ
り
、
市
町
村
に
と
っ
て
も
魅
力
的
な
、
幅
の

広
い
総
合
的
な
事
業
と
な
る
よ
う
抜
本
的
に
見
直
す
必
要
が
あ

る
。

県
民
生
活
部

消
費
生
活
課

特
定
商
取
引
法
は
、
訪
問
販
売
な
ど
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
を
生

じ
や
す
い
特
定
の
取
引
類
型
を
対
象
に
、
ト
ラ
ブ
ル
防
止
の
ル

ー
ル
を
定
め
て
お
り
、
問
題
の
あ
る
事
業
者
に
対
し
て
は
、
県

が
自
ら
調
査
し
処
分
す
る
権
限
を
付
与
し
て
い
る
。
近
時
問
題

と
な
っ
た
事
案
に
つ
い
て
、
東
京
都
が
平
成
１８
年
７
月
に
、
神

奈
川
県
が
１９
年
３
月
に
行
政
指
導
を
行
っ
て
い
た
。
こ
の
情
報

は
隔
月
ご
と
に
開
催
さ
れ
る
都
県
間
の
連
絡
会
議
の
場
な
ど
を

通
じ
本
県
も
入
手
し
て
い
た
。

こ
の
事
案
に
つ
い
て
は
、
本
県
に
お
い
て
も
、
１７
年
度
に
４

件
、
１８
年
度
に
１５
件
の
相
談
・
苦
情
を
受
け
付
け
て
い
た
。
１９

年
度
に
は
、
６
月
末
ま
で
に
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
や
商
品
の
不

具
合
等
に
関
す
る
相
談
・
苦
情
を
５
件
受
け
付
け
て
い
た
。

こ
う
し
た
中
で
、
国
は
１９
年
７
月
か
ら
広
域
的
な
事
案
と
し

て
調
査
を
開
始
し
、
２０
年
７
月
に
業
務
停
止
命
令
処
分
を
行
っ

た
。県
が
迅
速
か
つ
的
確
に
対
応
す
る
こ
と
に
よ
り
、
県
民
の
被

害
を
最
小
限
に
抑
え
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
り
、
県
民
生

活
を
守
る
立
場
か
ら
積
極
的
に
対
応
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

危
機
管
理
防

災
部

消
防
防
災
課

「
防
災
行
政
無
線
施
設
保
守
点
検
業
務
委
託
」
は
、
地
上
系

と
衛
星
系
の
２
系
列
が
あ
り
、
専
門
業
者
に
保
守
管
理
業
務
を

委
託
し
て
い
る
。

当
該
委
託
業
務
は
、
施
設
の
稼
働
以
降
平
成
１７
年
度
ま
で
、

地
上
系
と
衛
星
系
と
は
個
別
に
契
約
を
行
っ
て
い
た
が
、
１８
・

１９
年
度
は
両
系
統
を
一
括
契
約
し
て
、各
年
度
と
も
、約
７１
，１１６

千
円
で
契
約
し
た
。

２０
年
度
は
、
「
保
守
管
理
業
務
に
お
い
て
、
設
置
業
者
で
な

け
れ
ば
迅
速
な
対
応
が
と
れ
な
い
ケ
ー
ス
が
生
じ
、
防
災
活
動

に
支
障
を
来
す
お
そ
れ
が
あ
っ
た
。」
と
い
う
理
由
で
、
地
上

系
と
衛
星
系
に
分
け
そ
れ
ぞ
れ
一
般
競
争
入
札
を
実
施
し
た
。

１９
年
度
の
委
託
契
約
が
、
設
置
業
者
以
外
で
は
履
行
困
難
で

あ
っ
た
の
な
ら
ば
、
２０
年
度
は
仕
様
や
業
務
の
切
り
分
け
な
ど

を
見
直
す
べ
き
で
あ
り
、
単
に
地
上
系
と
衛
星
系
に
分
け
て
競

争
入
札
を
実
施
し
た
こ
と
は
不
適
切
で
あ
っ
た
。

危
機
管
理
防

災
部

消
防
防
災
課

「
第
２８
回
八
都
県
市
合
同
防
災
訓
練
会
場
設
営
業
務
」
は
、

当
初
、
平
成
１９
年
８
月
７
日
に
、
予
定
価
格
約
１０
，２４５
千
円
で

一
般
競
争
入
札
を
行
い
、
５
者
が
参
加
し
た
が
、
予
定
価
格
以

内
の
入
札
者
が
い
な
か
っ
た
。

こ
の
た
め
３
日
後
に
、
当
初
は
一
つ
の
業
務
と
し
て
い
た
も

の
を
「
特
殊
造
作
物
設
営
・
撤
去
」、
「
一
般
造
作
物
設
営
・

撤
去
」、
「
会
場
設
営
・
撤
去
及
び
運
営
業
務
」
の
３
つ
に
分

け
、
見
積
り
合
わ
せ
を
行
っ
た
。
３
業
務
と
も
同
一
業
者
と
契

約
を
し
た
が
、
合
計
の
契
約
額
は
当
初
よ
り
約
２
，０００
千
円
高

い
１２
，４１１
千
円
で
あ
っ
た
。

こ
の
契
約
手
続
は
、
次
の
点
で
不
適
切
で
あ
っ
た
。

１
随
意
契
約
に
当
た
り
、
業
務
を
３
分
割
と
す
る
合
理
的

な
理
由
が
認
め
ら
れ
な
い
。

２
当
初
一
括
で
は
、
資
材
運
搬
費
が
５２５
千
円
の
積
算
で

あ
っ
た
が
、
分
割
後
は
、
合
計
が
１
，５７５
千
円
と
な
る
な

ど
、
予
定
価
格
が
約
２
，２４８
千
円
上
が
っ
た
根
拠
が
不
明

確
で
あ
る
。

３
本
業
務
は
、
例
年
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
早
期

に
当
初
入
札
を
実
施
し
て
い
れ
ば
、
再
度
、
一
般
競
争
入

札
を
実
施
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
。

危
機
管
理
防

災
部

化
学
保
安
課

平
成
１９
年
度
の
登
録
電
気
工
事
事
業
者
に
対
す
る
立
入
検
査

は
、
全
約
３
千
事
業
所
の
う
ち
１９
事
業
所
に
対
し
て
行
い
、
１１

事
業
所
１３
件
の
標
識
の
掲
示
が
な
い
な
ど
の
違
反
を
確
認
し
た

が
改
善
状
況
は
電
話
確
認
の
み
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
業
務
内
容
等
報
告
書
を
９０
事
業
所
か
ら
徴
取
し
、
６５

事
業
所
１０３
件
の
違
反
の
お
そ
れ
が
あ
る
行
為
を
確
認
し
た
こ

と
か
ら
、
不
適
合
事
項
に
つ
い
て
改
善
す
る
よ
う
通
知
を
出
し

て
い
る
。

現
状
の
指
導
で
は
不
十
分
で
あ
る
た
め
、
以
下
の
と
お
り
改

善
す
る
必
要
が
あ
る
。

１
立
入
検
査
に
よ
っ
て
違
反
を
発
見
し
た
場
合
は
、
再
度

立
入
検
査
を
実
施
す
る
、
又
は
改
善
状
況
報
告
書
の
提
出

を
求
め
る
な
ど
、
確
実
な
方
法
で
改
善
状
況
を
確
認
を
す

る
。

２
違
反
等
の
発
生
原
因
に
つ
い
て
分
析
し
、
そ
の
内
容
を

関
係
機
関
に
周
知
す
る
な
ど
、
法
令
遵
守
の
徹
底
に
努
め

る
。
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環
境
部

都
市
整
備
部

温
暖
化
対
策

課都
市
計
画
課

ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
現
象
対
策
は
、
環
境
部
と
都
市
整
備
部

を
中
心
と
し
て
、
総
合
的
な
施
策
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。

環
境
部
が
１８
年
度
に
実
施
し
た
「
ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
現
象

実
態
調
査
」
及
び
八
都
県
市
が
１９
年
度
に
実
施
し
た
「
風
の
道

に
関
す
る
調
査
・
研
究
業
務
」
に
は
、
再
開
発
等
に
当
た
っ
て

の
風
の
道
の
確
保
や
、
越
谷
レ
イ
ク
タ
ウ
ン
を
例
に
挙
げ
た
水

辺
の
活
用
な
ど
、
具
体
的
な
都
市
計
画
手
法
に
よ
る
対
策
が
示

さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
都
市
整
備
部
が
新
た
な
都
市
計
画
の
指
針
と
し

て
１９
年
度
に
策
定
し
た
「
ま
ち
づ
く
り
埼
玉
プ
ラ
ン
」
に
は
、

ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
対
策
に
つ
い
て
具
体
的
な
方
策
は
な
く
、

当
実
態
調
査
の
結
果
が
反
映
さ
れ
な
か
っ
た
。

こ
れ
は
、
同
プ
ラ
ン
の
検
討
に
お
い
て
、
両
部
間
の
連
携
・

調
整
が
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
両
部
の

連
携
が
図
ら
れ
な
い
ま
ま
、
ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
現
象
対
策
が

進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。

環
境
部

青
空
再
生
課

自
動
車
公
害
監
察
事
業
は
、
粒
子
状
物
質
排
出
基
準
を
満
た

さ
な
い
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
に
つ
い
て
、
路
上
及
び
事
業
所
に
お
い

て
検
査
を
実
施
し
て
い
る
。

平
成
１９
年
度
は
、
基
準
を
満
た
さ
な
い
違
反
車
両
３４１
台
に

警
告
書
等
を
発
布
し
た
が
、
そ
の
う
ち
の
５６
台
に
つ
い
て
は
、

度
重
な
る
行
政
指
導
に
も
か
か
わ
ら
ず
改
善
計
画
書
が
提
出
さ

れ
て
い
な
い
。

１６
年
度
は
１
台
、
１７
年
度
は
８
台
、
１８
年
度
は
７
台
の
車
両

に
つ
い
て
、
改
善
計
画
書
が
提
出
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
運
行
禁
止
命
令
が
発
出
さ
れ
て
い
な
い
。

行
政
指
導
に
従
わ
ず
改
善
計
画
書
を
提
出
し
な
い
使
用
者
に

対
し
て
は
命
令
を
発
出
し
、
従
わ
な
い
者
は
警
察
に
告
発
す
る

な
ど
、
厳
格
な
対
応
を
図
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

環
境
部

水
環
境
課

浄
化
槽
検
査
監
視
指
導
事
業
で
は
、
浄
化
槽
に
よ
る
し
尿

及
び
雑
排
水
の
適
正
な
処
理
を
進
め
、
生
活
環
境
の
保
全
を

図
っ
て
い
る
。

汚
水
の
た
れ
流
し
を
改
善
し
流
域
の
合
併
浄
化
槽
等
を
適

正
に
維
持
・
管
理
し
て
い
く
こ
と
は
、
河
川
の
浄
化
対
策
に

極
め
て
重
要
で
あ
り
、
浄
化
槽
法
に
基
づ
く
法
定
検
査
の
受

検
指
導
を
強
力
に
行
う
こ
と
が
緊
急
の
課
題
と
な
っ
て
い

る
。現
在
あ
る
浄
化
槽
台
帳
は
、
十
分
に
実
態
が
反
映
さ
れ
て

い
な
い
。
こ
の
た
め
、
１９
年
度
か
ら
実
態
把
握
に
努
め
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
基
礎
デ
ー
タ
は
県
内
浄
化
槽
の

全
数
を
網
羅
し
た
も
の
で
は
な
い
。

ま
た
、
１９
年
度
に
実
施
し
た
「
よ
み
が
え
れ
！
豊
か
な
川

づ
く
り
事
業
」
で
、
河
川
浄
化
運
動
に
取
り
組
ん
だ
元
荒
川

上
流
、
元
荒
川
中
流
、
不
老
川
の
３
地
域
や
水
質
汚
濁
が
著

し
い
藤
右
衛
門
川
に
つ
い
て
は
、
浄
化
槽
の
設
置
や
管
理
状

況
の
把
握
が
極
め
て
重
要
で
あ
り
、
悉
皆
で
立
入
検
査
を
行

い
確
認
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

県
内
浄
化
槽
の
設
置
や
管
理
の
状
況
を
把
握
せ
ず
、
十
分

な
立
入
検
査
を
行
わ
な
い
ま
ま
河
川
の
浄
化
対
策
を
進
め
て

き
た
こ
と
に
問
題
が
あ
っ
た
。

環
境
部

産
業
廃
棄
物

指
導
課

埼
玉
県
土
砂
条
例
で
は
、
３
，０００

㎡
以
上
の
土
地
に
土
砂
の

た
い
積
を
行
う
場
合
に
は
、
県
知
事
の
許
可
を
受
け
る
必
要

が
あ
る
。

そ
の
「
解
釈
及
び
運
用
」
で
は
、
土
砂
の
た
い
積
区
域
は

「
物
理
的
一
体
性
、
機
能
的
同
一
性
、
事
業
者
の
同
一
性
、

施
工
時
期
の
近
接
性
を
勘
案
し
て
総
合
的
に
判
断
す
る
必
要

が
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
さ
れ
て
い
る
同
条
例

の
「
Q
&
A」
で
は
、
「
道
路
で
分
断
さ
れ
て
い
れ
ば
、
別
の

土
砂
の
た
い
積
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
単
純
な
解
釈
が

示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
土
地
を
分
割
し
て

た
い
積
す
る
こ
と
に
よ
る
意
図
的
な
条
例
逃
れ
を
許
し
て
し

ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
。

平
成
１９
年
度
に
、
寄
居
町
の
休
耕
田
で
農
地
法
に
違
反
し

て
行
わ
れ
た
土
砂
の
た
い
積
は
、
間
に
１
筆
の
土
地
を
挟
み
、

１
，７７１
㎡
と
１
，５４０

㎡
の
２
区
画
の
土
地
で
行
わ
れ
た
た
め
、

同
条
例
に
基
づ
く
許
可
は
不
要
と
判
断
さ
れ
た
が
、
同
条
例

の
「
解
釈
及
び
運
用
」
か
ら
み
て
適
切
な
対
応
で
は
な
か
っ

た
。こ
の
よ
う
な
誤
っ
た
指
導
が
行
わ
れ
な
い
よ
う
、
環
境
部

と
し
て
統
一
的
な
解
釈
・
運
用
を
徹
底
す
る
べ
き
で
あ
る
。

環
境
部

産
業
廃
棄
物

指
導
課

PC
B
廃
棄
物
保
管
事
業
者
指
導
で
は
、
毎
年
度
、
保
管
状

況
に
つ
い
て
届
出
の
指
導
を
行
っ
て
い
る
が
、
保
管
事
業
者

の
約
２
割
に
あ
た
る
４００
以
上
の
者
が
届
出
を
行
わ
な
い
状
況

が
続
い
て
い
る
。

PC
B
廃
棄
物
の
管
理
で
は
、
全
国
的
に
事
業
者
の
長
期
に
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渡
る
保
管
中
の
紛
失
や
不
適
正
な
処
理
が
発
生
し
て
い
る
た

め
、
厳
し
い
管
理
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

未
届
者
に
対
し
て
は
、
立
入
検
査
を
行
う
と
と
も
に
、
悪

質
な
者
に
対
し
て
は
、
罰
則
の
適
用
を
視
野
に
入
れ
た
厳
格

な
指
導
を
行
う
べ
き
で
あ
っ
た
。

環
境
部

資
源
循
環
推

進
課

「
埼
玉
県
ご
み
の
散
乱
防
止
に
関
す
る
条
例
」
に
関
す
る
事

業
と
し
て
、
ご
み
の
散
乱
防
止
を
訴
え
る
チ
ラ
シ
を
作
成
・
配

布
す
る
な
ど
啓
発
活
動
を
行
っ
て
き
て
い
る
。

し
か
し
、
県
は
こ
の
条
例
に
基
づ
く
取
締
り
や
パ
ト
ロ
ー
ル

を
ほ
と
ん
ど
行
っ
た
こ
と
は
な
く
、
違
反
者
を
摘
発
し
て
罰
則

を
適
用
し
た
例
も
な
い
。

依
然
と
し
て
、
国
道
や
県
道
な
ど
の
交
差
点
周
辺
を
始
め
ご

み
が
散
乱
し
て
い
る
場
所
も
多
く
、
ご
み
の
散
乱
行
為
が
改
善

さ
れ
た
と
は
言
い
難
い
。

警
察
と
連
携
し
て
ご
み
の
散
乱
が
著
し
い
交
差
点
周
辺
の
集

中
的
な
取
締
り
を
行
っ
た
り
、
地
域
住
民
の
協
力
を
得
て
パ
ト

ロ
ー
ル
を
実
施
す
る
な
ど
、
条
例
の
実
効
性
を
十
分
に
確
保
す

る
た
め
の
運
用
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
。

福
祉
部

福
祉
政
策
課

福
祉
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
創
造
事
業
は
、
企
画
提
案

方
式
に
よ
り
、
委
託
料
１
，５００

千
円
で
、
随
意
契
約
を
締
結
し

た
。本
事
業
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
に
関
す
る
知
識
を

持
ち
、
一
定
の
経
験
に
裏
付
け
さ
れ
た
研
修
等
を
企
画
、
実
施

す
る
能
力
を
備
え
た
事
業
者
を
選
定
す
る
た
め
、
企
画
提
案
を

求
め
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
企
画
に
基
づ
き
実
際
に
行
わ
れ
た
の
は
１１
日
間
の
セ
ミ

ナ
ー
で
、
参
加
予
定
者
５０
人
に
対
し
、
８
人
に
と
ど
ま
っ
た
。

委
託
内
容
は
、
セ
ミ
ナ
ー
の
企
画
・
開
催
で
あ
り
、
セ
ミ
ナ

ー
の
目
的
・
対
象
等
を
示
し
た
仕
様
書
を
作
成
し
、
競
争
入
札

を
行
う
べ
き
で
あ
っ
た
。

福
祉
部

子
育
て
支
援

課
さ
い
た
ま
市
に
あ
る
保
育
園
の
建
物
が
平
成
１３
年
３
月
に
取

り
壊
さ
れ
、
補
助
金
を
返
還
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
そ
の
後

の
返
還
の
事
務
手
続
き
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

国
か
ら
１７
年
１１
月
、
さ
ら
に
１９
年
５
月
に
連
絡
を
受
け
、
手

続
き
が
行
わ
れ
、
実
際
に
法
人
か
ら
県
へ
、
補
助
金
約
５
，６９５

千
円
（
内
訳
：
国
庫
分
約
３
，７９７
千
円
、
県
費
分
約
１
，８９８

千
円
）
が
返
還
さ
れ
た
の
は
２０
年
３
月
と
な
っ
た
。

取
り
壊
し
た
後
、
国
や
さ
い
た
ま
市
と
適
切
な
調
整
を
行

い
、
速
や
か
に
補
助
金
の
返
還
手
続
き
を
進
め
る
べ
き
で
あ
っ

た
。

保
健
医
療
部

疾
病
対
策
課

平
成
１９
年
度
に
お
け
る
エ
イ
ズ
検
査
検
体
等
搬
送
業
務
委
託

は
、
「
緊
急
の
必
要
に
よ
り
競
争
入
札
に
付
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
き
」
と
の
規
定
に
基
づ
き
、
随
意
契
約
に
よ
り
５
者
の

見
積
合
わ
せ
を
実
施
し
、
４
月
２
日
に
委
託
金
額
約
１
，０５３
千

円
と
す
る
契
約
を
締
結
し
て
い
る
。

し
か
し
、
定
例
的
な
事
務
で
あ
り
、
事
前
に
準
備
す
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
緊
急
の
必
要
が
あ
っ
た
と
は
認
め

ら
れ
ず
、
競
争
入
札
を
実
施
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

産
業
労
働
部

産
業
労
働
政

策
課
（
観
光

振
興
室
長
）

埼
玉
県
皮
革
フ
ェ
ア
会
場
装
飾
・
イ
ベ
ン
ト
運
営
等
業
務
委

託
は
、
２
者
か
ら
見
積
書
を
徴
取
の
上
、
１
，６９２
千
円
で
随
意

契
約
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
た
。

随
意
契
約
の
理
由
と
し
て
、
イ
ベ
ン
ト
の
ス
ム
ー
ズ
な
運
営

の
た
め
市
内
の
業
者
と
連
絡
調
整
を
図
れ
る
企
業
で
あ
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
イ
ベ
ン
ト
は
毎
年
実
施
し
、
定
着
し
て
い
る
も
の

で
あ
る
。
業
務
内
容
も
会
場
設
営
、
イ
ベ
ン
ト
業
務
等
で
特
殊

性
は
な
く
、
競
争
入
札
を
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

産
業
労
働
部

産
業
労
働
政

策
課
（
観
光

振
興
室
長
）

埼
玉
県
観
光
交
流
会
２００８

開
催
業
務
委
託
は
、
３
者
か
ら
見

積
書
を
徴
取
の
上
、
１
，６０４

千
円
で
随
意
契
約
に
よ
り
契
約
を

締
結
し
た
。

随
意
契
約
の
理
由
と
し
て
、
効
果
の
高
い
交
流
会
の
実
現
の

た
め
に
旅
行
業
界
に
詳
し
い
企
業
に
限
定
す
る
必
要
が
あ
る
と

し
て
い
る
。

し
か
し
、
業
務
内
容
は
商
談
会
・
懇
親
会
の
運
営
等
で
あ
り

特
殊
性
は
な
い
。
な
お
、
旅
行
業
者
の
子
会
社
の
広
告
代
理
店

に
限
っ
て
も
３
社
あ
り
、
競
争
入
札
を
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

産
業
労
働
部

産
業
労
働
政

策
課
（
観
光

振
興
室
長
）

埼
玉
県
観
光
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
養
成
講
座
業
務
委
託

は
、
平
成
１６
年
度
か
ら
１
者
随
意
契
約
を
行
っ
て
い
た
が
、
１９

年
度
に
企
画
提
案
型
随
意
契
約
に
よ
り
１
，７０２

千
円
で
契
約
し

た
。そ
の
理
由
と
し
て
、
本
県
の
観
光
に
関
す
る
知
識
や
、
人
材

育
成
に
関
す
る
知
識
を
十
分
に
持
ち
、
観
光
に
関
す
る
コ
ン
サ

ル
テ
ィ
ン
グ
が
可
能
な
業
者
の
中
か
ら
講
座
内
容
等
を
勘
案
し

て
委
託
先
を
決
定
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

し
か
し
、
業
務
内
容
は
、
ガ
イ
ド
方
法
や
ガ
イ
ド
コ
ー
ス
の
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設
定
方
法
な
ど
の
研
修
の
実
施
で
、
一
般
的
な
も
の
で
あ
り
、

企
画
提
案
競
技
を
行
う
必
然
性
は
な
か
っ
た
。

ま
た
、
企
画
提
案
の
仕
様
が
あ
い
ま
い
な
た
め
、
提
案
内
容

に
ば
ら
つ
き
が
あ
り
、
企
画
提
案
の
審
査
に
お
い
て
も
、
客
観

的
な
評
価
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

当
該
事
業
は
１６
年
度
か
ら
実
施
し
て
お
り
、
３
年
間
の
実
績

か
ら
観
光
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
研
修
に
必
要
か
つ
合
理
的
な
仕
様

書
を
作
成
し
、
競
争
入
札
を
す
べ
き
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
企
画
提
案
型
随
意
契
約
を
採
用
し
た
こ
と
は
適
切
性
に
欠

け
て
い
た
。

産
業
労
働
部

企
業
誘
致
・

経
営
支
援
課

高
度
IT
人
材
緊
急
育
成
事
業
で
は
、
中
小
企
業
の
IT
人
材

を
育
成
す
る
た
め
平
成
１９
年
度
は
２９
，４４０
千
円
を
掛
け
て
研
修

を
行
っ
た
。
し
か
し
、
参
加
者
は
３２８
人
、
定
数
の
３４
％
に
と

ど
ま
っ
て
い
る
。

１７
年
度
は
参
加
者
４３３
人
、参
加
率
３４
％
、１８
年
度
は
４７５
人
、

３９
％
で
あ
る
。
３
年
連
続
し
て
参
加
率
が
低
迷
し
て
お
り
、
改

善
が
見
ら
れ
な
い
。

本
事
業
に
つ
い
て
は
、
利
用
の
現
状
を
踏
ま
え
て
、
中
小
企

業
の
要
望
等
を
聴
取
し
て
、
支
援
の
在
り
方
や
研
修
内
容
に
つ

い
て
見
直
し
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

産
業
労
働
部

企
業
誘
致
・

経
営
支
援
課

明
日
の
埼
玉
を
創
る
渋
沢
ス
ピ
リ
ッ
ツ
人
材
育
成
事
業
人
材

育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
業
務
委
託
は
、
平
成
１９
年
度
は
４
，６３９

千
円

で
契
約
し
た
。
業
務
内
容
は
、
高
校
で
の
起
業
家
教
育
を
行
う

た
め
の
教
材
の
提
供
、
教
員
へ
の
研
修
等
を
行
う
も
の
で
あ

る
。平
成
１８
年
度
か
ら
同
一
業
者
に
１
者
随
意
契
約
に
よ
り
契
約

し
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
高
校
生
を
対
象
と
し
た
体

系
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
受
託
企
業
が
開
発
し
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も

の
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

し
か
し
、
産
業
人
材
育
成
を
目
的
と
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
他

企
業
も
持
っ
て
い
る
。
競
争
入
札
を
す
べ
き
と
こ
ろ
を
１
者
随

意
契
約
と
し
た
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る
。

産
業
労
働
部

勤
労
者
福
祉

課
平
成
１９
年
度
の
埼
玉
県
の
労
働
相
談
件
数
は
、
約
３
，６００

件
で
あ
る
。
し
か
し
、東
京
都
は
５５
，０００
件
、神
奈
川
県
は
１１
，０００

件
で
あ
る
。
ま
た
、
国
の
機
関
で
は
、
埼
玉
が
５４
，０００
件
、
東

京
が
１３２
，０００
件
、
神
奈
川
が
５３
，０００
件
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
本
県
の
相
談
件
数
は
東
京
圏
の
中
で
も
少
な
い

状
況
は
長
期
間
続
い
て
い
る
。

本
県
の
労
働
相
談
を
広
く
県
民
に
PR
し
、
休
日
や
夜
間
の

相
談
な
ど
効
率
的
で
利
用
者
が
相
談
し
や
す
い
体
制
を
整
備
す

る
必
要
が
あ
る
。

産
業
労
働
部

就
業
支
援
課

若
者
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー
埼
玉
運
営
事
業
業
務
委
託
は
、
平

成
１９
年
度
は
提
案
競
技
に
よ
り
８
，８４８
千
円
、
２０
年
度
は
１
者

随
意
契
約
に
よ
り
８
，７９９
千
円
で
契
約
し
た
。

１
者
随
意
契
約
の
理
由
と
し
て
、
業
務
の
性
質
か
ら
受
託
企

業
を
変
更
せ
ず
に
長
期
間
継
続
し
て
行
う
こ
と
に
よ
り
効
果
が

出
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
１９
年
度
の
提
案
競
技
に
お
い
て
長
期
間
継
続
す
る

事
業
で
あ
る
こ
と
を
明
記
せ
ず
に
提
案
競
技
を
行
っ
て
い
る
。

ま
た
、
約
３
割
の
利
用
者
が
精
神
的
な
問
題
を
抱
え
て
お

り
、
長
期
支
援
を
要
す
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
カ
ウ
ン
セ

リ
ン
グ
が
長
期
に
わ
た
る
必
要
が
あ
れ
ば
、
委
託
業
務
の
募
集

に
当
た
っ
て
考
慮
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

業
務
内
容
に
継
続
性
が
必
要
で
あ
る
な
ら
ば
、
長
期
間
継
続

す
る
こ
と
を
明
記
し
て
入
札
又
は
提
案
競
技
を
行
う
べ
き
と
こ

ろ
を
明
記
せ
ず
に
契
約
を
行
っ
た
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
。

産
業
労
働
部

就
業
支
援
課

障
害
者
雇
用
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
運
営
事
業
は
、
平
成
１９
年

度
は
提
案
競
技
に
よ
り
３９
，７３２
千
円
で
、
２０
年
度
は
１
者
随
意

契
約
に
よ
り
４４
，７００
千
円
で
契
約
し
た
。

１
者
随
意
契
約
の
理
由
と
し
て
、
「
１９
年
度
事
業
の
順
調
な

成
果
」
や
、
「
事
業
の
継
続
の
必
要
性
」
を
挙
げ
て
い
る
が
、

１９
年
度
提
案
競
技
に
お
い
て
は
、
成
果
次
第
で
翌
年
度
以
降
も

契
約
を
継
続
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
な
い
。

１９
年
度
提
案
競
技
に
お
い
て
、
当
該
事
業
は
人
や
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
、
一
定
の
成
果
を
上
げ
る

の
に
必
要
な
年
数
も
提
案
さ
せ
る
こ
と
や
、
成
果
が
上
が
ら
な

い
場
合
の
解
約
条
件
を
付
け
た
長
期
継
続
契
約
を
検
討
す
る
な

ど
、
１９
年
度
契
約
時
点
で
長
期
間
の
契
約
を
検
討
す
べ
き
で
あ

っ
た
。

１９
年
度
契
約
時
に
は
単
年
度
を
前
提
と
し
た
契
約
を
行
い
、

平
成
２０
年
度
に
は
継
続
の
必
要
性
を
理
由
に
、
同
一
社
と
１
者

随
意
契
約
を
結
ぶ
の
は
適
切
で
は
な
い
。

県
土
整
備
部

道
路
環
境
課

平
成
１８
年
度
秋
ケ
瀬
橋
の
橋
り
ょ
う
修
繕
工
事
で
は
、
県
が

施
工
し
、
さ
い
た
ま
市
が
事
業
費
の
１
／
２
の
１０
，０００
千
円
を
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負
担
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。

工
事
は
、
平
成
１９
年
度
に
繰
越
さ
れ
５
月
３０
日
に
完
成
検
査

が
終
了
し
た
が
、
工
事
を
担
当
し
た
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
か

ら
の
報
告
が
１１
月
１５
日
と
遅
れ
、
納
入
通
知
書
が
１１
月
２８
日
に

発
行
さ
れ
た
。

こ
れ
は
、
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
の
報
告
漏
れ
と
と
も
に
、

当
課
が
歳
入
管
理
の
チ
ェ
ッ
ク
を
怠
っ
て
い
た
こ
と
に
起
因
し

て
お
り
、
適
切
な
事
務
処
理
を
行
う
必
要
が
あ
っ
た
。

都
市
整
備
部

公
園
課

「
県
営
水
上
公
園
あ
り
方
検
討
業
務
委
託
」
に
お
い
て
は
、

企
画
提
案
型
方
式
に
よ
り
、
８
，９８８

千
円
の
随
意
契
約
を
締
結

し
た
。
企
画
提
案
型
方
式
で
は
「
概
ね
２０
年
後
の
県
営
水
上
公
園
あ

り
方
検
討
」
と
「
さ
い
た
ま
水
上
公
園
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
基
本
計

画
検
討
」
に
つ
い
て
提
案
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
仕
様

書
が
不
十
分
で
あ
っ
た
た
め
、
提
出
さ
れ
た
成
果
品
は
抽
象
的

で
具
体
性
を
欠
く
も
の
と
な
っ
た
。

２０
年
後
の
県
営
水
上
公
園
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
あ
り

方
検
討
に
つ
い
て
は
、
本
来
県
が
有
識
者
の
意
見
を
聞
く
な
ど

し
て
検
討
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
本
業
務
の
委
託
は
、
県
が
自
ら
行

う
も
の
と
業
者
委
託
に
よ
る
も
の
を
分
け
て
、
具
体
的
な
仕
様

書
を
定
め
、
競
争
入
札
を
行
う
べ
き
で
あ
っ
た
。

都
市
整
備
部

住
宅
課

総
合
評
価
方
式
技
術
提
案
型
で
執
行
し
た
県
営
住
宅
建
築
工

事
で
は
、
壁
の
表
面
の
位
置
を
建
築
工
事
標
準
仕
様
書
に
定
め

る
標
準
値
で
あ
る
２０
m
m
を
何
m
m
に
狭
め
る
か
が
競
わ
れ

た
。こ
の
入
札
で
は
、
入
札
価
格
第
４
位
の
企
業
が
壁
の
位
置
と

配
置
予
定
技
術
者
の
工
事
成
績
評
価
等
の
技
術
評
価
点
が
１
位

と
な
り
、
結
果
と
し
て
、
入
札
価
格
第
１
位
と
の
価
格
差
９００

万
円
を
逆
転
し
て
落
札
と
な
っ
た
。

住
宅
課
で
は
、
壁
の
位
置
の
差
が
日
照
規
制
制
限
や
建
築
物

の
出
来
映
え
、
品
質
確
保
や
向
上
に
大
き
な
影
響
が
あ
る
と
判

断
し
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
壁
の
位
置
を
m
m
単
位
で
競
う
と
い
う
、
県
営

住
宅
に
と
っ
て
必
要
以
上
の
技
術
提
案
を
求
め
た
の
は
問
題
で

あ
り
、
価
格
の
み
の
競
争
入
札
と
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

企
業
局

菖
蒲
南
部
産
業
団
地
整
備
工
事
（
契
約
金
額
１
，２１８

，０００
千

円
）
の
入
札
に
つ
い
て
は
、
総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
で
実
施

し
た
。
入
札
の
結
果
、
第
１
位
と
第
２
位
の
入
札
価
格
に
は
、
６
千

万
円
の
差
が
あ
っ
た
が
、
施
工
日
数
の
短
縮
や
施
工
計
画
の
適

切
性
等
を
含
め
た
総
合
評
価
の
結
果
、
価
格
の
高
い
第
２
位
の

者
が
落
札
し
た
。
両
者
の
短
縮
施
工
日
数
の
差
は
、
１６
日
間
で

あ
っ
た
。

企
業
局
は
全
体
の
工
期
を
２
年
間
（
施
工
実
日
数
で
は
４４０

日
）
と
想
定
し
て
い
た
が
、
産
業
団
地
の
整
備
事
業
を
進
め
る

上
で
、
１６
日
間
の
施
工
日
数
短
縮
や
施
工
計
画
の
適
切
性
等
の

差
が
、
６
千
万
円
を
上
回
る
効
果
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
、
そ

の
評
価
に
つ
い
て
は
課
題
と
し
て
残
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。

本
件
入
札
に
つ
い
て
は
、
産
業
団
地
の
事
業
計
画
を
進
め
る

上
で
必
要
と
な
る
完
成
時
期
を
あ
ら
か
じ
め
確
定
し
、
そ
れ
を

条
件
と
し
た
価
格
の
み
の
競
争
入
札
と
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

企
業
局

財
務
課

監
査
委
員
が
実
施
す
る
例
月
の
現
金
出
納
検
査
に
お
い
て
、

以
下
の
よ
う
な
問
題
が
あ
っ
た
。

１
満
期
と
な
っ
た
水
道
用
水
供
給
事
業
会
計
の
譲
渡
性
預

金
の
元
利
金
の
入
金
に
お
い
て
、
金
融
機
関
に
対
し
口
座

番
号
を
誤
っ
て
指
示
し
、
工
業
用
水
道
事
業
会
計
の
口
座

に
入
金
さ
せ
、
翌
日
修
正
し
て
い
る
も
の
が
あ
っ
た
。

２
残
高
証
明
書
の
証
明
金
額
に
誤
り
は
な
か
っ
た
も
の

の
、
記
載
欄
の
一
部
に
誤
り
が
あ
る
こ
と
に
気
付
か
ず
に

受
領
し
て
い
た
。

３
残
高
証
明
書
の
発
行
日
付
に
誤
り
が
あ
る
の
に
気
付
か

ず
に
受
領
し
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
公
金
の
チ
ェ
ッ
ク
が
十
分
に
機
能
し
て

い
な
い
こ
と
の
現
れ
で
あ
り
、
企
業
局
は
、
よ
り
厳
密
な
チ
ェ

ッ
ク
体
制
を
早
急
に
整
え
る
必
要
が
あ
る
。

教
育
局

総
務
課
（
文

教
政
策
室

長
）

「
教
育
振
興
基
本
計
画
（
仮
称
）
策
定
に
係
る
意
識
調
査
業

務
委
託
」に
お
い
て
は
、
企
画
提
案
型
随
意
契
約
を
、
約
３
，３９１

千
円
で
締
結
し
て
い
る
。

こ
の
契
約
を
行
う
理
由
と
し
て
、
「
本
県
初
め
て
の
教
育
の

分
野
別
計
画
で
あ
り
、
本
県
職
員
に
は
ノ
ウ
ハ
ウ
が
な
い
」「
教

育
行
政
の
立
場
だ
け
で
な
く
、
客
観
的
な
視
点
が
必
要
」
と
あ

る
。し
か
し
、
県
民
意
識
調
査
で
把
握
す
べ
き
ポ
イ
ン
ト
は
、
県

が
主
体
的
に
判
断
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
客
観
的
な

視
点
が
必
要
で
あ
れ
ば
、
外
部
有
識
者
に
意
見
を
求
め
る
べ
き
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で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
県
が
調
査
項
目
を
決
定
し
、
そ
の
指
示
の
下

に
、
受
託
者
が
調
査
票
の
配
布
・
回
収
・
デ
ー
タ
化
な
ど
の
作

業
を
行
う
と
い
う
業
務
形
態
に
し
て
、
競
争
入
札
を
行
う
べ
き

で
あ
っ
た
。

教
育
局

高
校
教
育
指

導
課

外
国
語
指
導
助
手
業
務
委
託
に
お
い
て
は
、
価
格
の
み
に
よ

る
受
託
者
の
選
定
で
は
、
業
務
の
履
行
に
懸
念
が
あ
る
と
い
う

理
由
で
、
県
内
を
３
地
区
に
分
割
し
て
、
随
意
契
約
に
よ
り
契

約
を
締
結
し
た
（
契
約
額
南
部
・
東
部
地
区
：
８
，０６４

千
円

西
部
地
区
：
８
，１６０
千
円
北
部
地
区
：
約
８
，１１１
千
円
）。

し
か
し
、
事
業
者
の
契
約
実
績
の
幅
広
い
調
査
、
十
分
な
市

場
調
査
に
よ
る
適
正
な
予
定
価
格
の
設
定
、
入
札
参
加
条
件
の

設
定
等
に
よ
り
、
適
正
な
履
行
は
確
保
で
き
る
も
の
で
あ
り
、

競
争
入
札
を
行
う
べ
き
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
十
分
な
検
討
を
行
わ
ず
に
随
意
契
約

に
よ
り
契
約
し
た
こ
と
は
、
適
切
性
に
欠
け
て
い
た
。

教
育
局

生
涯
学
習
文

化
財
課

県
民
へ
の
生
涯
学
習
情
報
の
提
供
の
た
め
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
生
涯
学
習
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」
を
運
用
し
て
い
る
が
、
現
状
は

以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

１
ア
ク
セ
ス
件
数
は
年
間
約
７
万
件
で
あ
る
が
、
神
奈
川
県

は
１５
万
件
、
千
葉
県
は
カ
ウ
ン
ト
方
法
が
異
な
る
が
３０
万
件

を
超
え
て
い
る
。

一
方
、
運
用
経
費
は
毎
年
１０
，０００
千
円
を
超
え
て
い
る

が
、
神
奈
川
県
や
千
葉
県
で
は
、
年
間
５
，０００

千
円
以
下
で

あ
る
。

２
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
た
講
座
の
参
加
者
に
対
す
る
ア

ン
ケ
ー
ト
で
、
「
生
涯
学
習
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」
を
見
て
講
座

に
参
加
し
た
人
は
、
３６５
人
中
わ
ず
か
３
人
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
他
県
に
比
べ
て
著
し
く
低
い
費
用
対
効
果

で
、
シ
ス
テ
ム
が
運
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
問
題
で
あ
り
、
抜

本
的
な
改
善
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
。

教
育
局

生
涯
学
習
文

化
財
課
（
全

国
生
涯
学
習

フ
ェ
ス
テ
ィ

バ
ル
推
進
室

長
）

「
第
２１
回
全
国
生
涯
学
習
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
『
ま
な
び
ピ
ア

埼
玉
２００９

（
仮
称
）』基
本
計
画
策
定
業
務
委
託
」
は
、
企
画
提

案
型
随
意
契
約
を
、
約
２
，１１１
千
円
で
締
結
し
て
い
る
。

こ
の
契
約
を
行
う
理
由
と
し
て
、
「
開
催
概
要
や
催
事
、
運

営
、
広
報
、
集
客
な
ど
基
本
と
な
る
計
画
の
策
定
に
は
、
柔
軟

な
発
想
と
ノ
ウ
ハ
ウ
を
生
か
す
必
要
が
あ
り
、
企
画
内
容
が
重

要
」
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
当
該
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
は
全
国
で
順
次
開
催
さ

れ
、
本
県
で
２１
回
目
と
な
り
、
実
績
を
重
ね
て
い
る
。

基
本
計
画
の
策
定
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
他
県
の
計
画

等
を
参
考
に
、
県
自
ら
が
主
体
的
に
作
成
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
「
柔
軟
な
発
想
と
ノ
ウ
ハ
ウ
を
生
か
す
必
要

が
あ
る
」
と
し
て
、
適
正
な
仕
様
を
定
め
ず
に
業
務
委
託
に
よ

り
実
施
し
た
こ
と
は
、
適
切
性
に
欠
け
て
い
た
。

警
察
本
部

施
設
課

平
成
１９
年
度
の
交
通
信
号
機
集
中
制
御
機
更
新
工
事
で
は
、

ほ
と
ん
ど
の
入
札
が
落
札
率
６７
％
に
集
中
し
て
い
る
。
ま
た
、

最
低
制
限
価
格
以
下
の
入
札
が
多
く
、
入
札
業
者
の
３
分
の
１

が
失
格
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
数
年
続
い
て
い

る
。
ま
た
、
予
定
価
格
の
積
算
根
拠
と
な
る
資
材
単
価
等
の
見

積
依
頼
に
お
い
て
、
実
際
の
取
引
価
格
で
あ
る
こ
と
等
の
条
件

を
付
し
て
い
な
か
っ
た
。

予
定
価
格
の
算
出
根
拠
と
な
る
歩
掛
り
や
単
価
は
、
実
勢
値

と
の
間
に
差
が
生
じ
て
い
な
い
か
な
ど
を
検
証
す
べ
き
で
あ
っ

た
。

イ
注
意
事
項

機
関
・
職
制
名

監
査
の
結
果

保
健
医
療
部

健
康
づ
く
り

支
援
課

不
妊
専
門
相
談
セ
ン
タ
ー
事
業
で
は
、
不
妊
に
関
す
る
医
療

面
か
ら
の
相
談
業
務
、
母
子
保
健
事
業
従
事
者
を
対
象
と
し
た

研
修
会
の
開
催
な
ど
を
専
門
医
療
機
関
に
４
，０４０

千
円
で
委
託

し
て
い
る
。

仕
様
書
で
は
、
相
談
指
導
に
つ
い
て
は
週
２
回
の
５０
週
実
施

す
る
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
不
妊
研
修
会
の

開
催
は
回
数
と
対
象
者
の
み
、
ま
た
、
不
妊
相
談
を
行
う
医
師

の
研
修
参
加
、
必
要
な
情
報
収
集
に
つ
い
て
は
項
目
名
の
み

で
、
規
模
や
範
囲
な
ど
の
具
体
的
な
業
務
内
容
は
記
載
さ
れ
て

い
な
い
。

本
来
県
の
事
業
を
委
託
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
具
体
的
な

内
容
を
仕
様
書
の
中
に
示
す
べ
き
で
あ
る
。

保
健
医
療
部

疾
病
対
策
課

平
成
１９
年
度
に
実
施
し
た
ひ
き
こ
も
り
支
援
員
養
成
講
座
委

託
契
約
１
，５００
千
円
に
お
い
て
、
執
行
伺
い
に
添
付
さ
れ
て
い

た
委
託
仕
様
書
に
は
４
日
間
の
養
成
講
座
を
行
う
と
し
て
い
る

も
の
の
、
講
座
の
規
模
や
内
容
な
ど
に
つ
い
て
具
体
性
に
欠
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け
、
委
託
仕
様
書
の
定
め
方
が
不
明
確
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
そ
の
委
託
仕
様
書
が
契
約
書
に
添
付
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
。

保
健
医
療
部

生
活
衛
生
課

水
道
事
業
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン「
業
務
指
標
」算
出
業
務
委
託
を
、

（
社
）
埼
玉
県
水
道
協
会
に
９４５
千
円
で
委
託
し
た
。

契
約
締
結
に
当
た
っ
て
は
、
１００
万
円
以
下
の
契
約
で
あ
る

た
め
随
意
契
約
の
方
式
を
と
り
、
１
者
に
よ
る
随
意
契
約
を
行

っ
た
。
し
か
し
、
１０
万
円
以
上
の
契
約
で
あ
る
の
で
、
二
人
以

上
の
相
手
方
か
ら
見
積
書
を
徴
取
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

保
健
医
療
部

食
品
安
全
課

彩
の
国
ハ
サ
ッ
プ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
普
及
啓
発
推
進
業
務
委
託

を
１
，０２０
千
円
で
社
団
法
人
埼
玉
県
食
品
衛
生
協
会
と
契
約
し

て
い
る
。

そ
の
業
務
内
容
は
、
食
品
衛
生
指
導
員
が
食
品
営
業
者
へ
の

指
導
業
務
に
付
加
し
て
ハ
サ
ッ
プ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
普
及
啓
発

を
図
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
施
要
領
に
は
箇
所
数
や
手

法
な
ど
具
体
的
な
記
載
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に
講
習
会

を
開
催
す
る
と
し
て
い
る
が
、
回
数
や
内
容
に
つ
い
て
定
め
ら

れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
５０
万
円
を
超
え
る
契
約
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

予
定
価
格
調
書
が
作
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

都
市
整
備
部

建
築
指
導
課

平
成
２０
年
１
月
１７
日
～
１８
日
の
間
に
３
回
に
わ
た
り
、
パ
ソ

コ
ン
関
連
の
消
耗
品
を
発
注
し
、
購
入
額
の
合
計
は
約
１８４
千

円
で
あ
っ
た
。

同
一
業
者
に
３
回
に
分
割
し
て
発
注
し
た
こ
と
は
、
不
適
切

で
あ
っ
た
。

警
察
本
部

施
設
課

埼
玉
県
警
察
国
外
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
管
理
業
務
委
託
（
約

２
，５７０
千
円
）
に
お
い
て
、
次
の
と
お
り
不
適
切
な
点
が
あ
っ

た
。
１
委
託
内
容
の
詳
細
を
示
し
た
仕
様
書
が
作
成
さ
れ
て
い
な

い
た
め
、
業
務
内
容
が
不
明
確
な
契
約
と
な
っ
て
い
た
。

２
空
調
設
備
等
運
転
業
務
等
６
業
務
の
再
委
託
に
つ
い
て
、

受
託
企
業
か
ら
の
報
告
書
の
み
で
口
頭
承
認
を
行
っ
て
い
た

が
、
書
面
に
よ
る
承
認
を
行
う
べ
き
で
あ
っ
た
。

２
監
査
意
見機
関
・
職
制
名

監
査
の
意
見

総
務
部

契
約
局
長

談
合
防
止
と
入
札
の
競
争
性
・
透
明
性
を
確
保
す
る
た
め
、

総
務
部
契
約
局
長
が
設
置
さ
れ
た
趣
旨
を
踏
ま
え
、
以
下
の
点

に
留
意
し
て
更
な
る
改
革
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。

�
入
札
結
果
の
検
証
強
化
に
つ
い
て

一
般
競
争
入
札
の
平
均
落
札
率
は
大
幅
に
低
下
し
た
が
、

落
札
率
９９
％
以
上
の
入
札
や
落
札
者
以
外
全
て
の
参
加
者
が

予
定
価
格
を
超
過
し
た
入
札
、
落
札
者
と
２
位
の
価
格
差
の

み
が
大
き
い
入
札
な
ど
疑
問
と
思
わ
れ
る
入
札
が
見
ら
れ

る
。一
般
競
争
入
札
を
拡
大
す
る
中
で
、
疑
義
が
あ
る
入
札
に

つ
い
て
は
、
広
く
入
札
結
果
等
を
踏
ま
え
検
証
を
行
う
必
要

が
あ
る
。

�
一
般
競
争
入
札
の
参
加
業
者
数
に
つ
い
て

県
で
は
、
「
一
般
競
争
入
札
参
加
条
件
設
定
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
」
を
策
定
し
、
入
札
参
加
可
能
者
数
を
原
則
３０
者
以
上
と

す
る
こ
と
と
し
た
が
、
入
札
参
加
者
数
が
１０
者
未
満
の
入
札

が
多
く
見
ら
れ
、
ま
た
、
１０
者
未
満
の
入
札
で
は
、
落
札
率

が
高
い
傾
向
が
あ
る
。

入
札
参
加
条
件
と
参
加
者
数
の
実
態
を
詳
細
に
点
検
し
、

県
内
中
小
企
業
な
ど
入
札
参
加
者
が
増
加
す
る
仕
組
み
を
検

討
す
る
必
要
が
あ
る
。

�
総
合
評
価
方
式
に
つ
い
て

平
成
１８
年
度
か
ら
試
行
し
て
い
る
総
合
評
価
方
式
に
お
け

る
技
術
評
価
で
は
、
技
術
提
案
型
に
お
い
て
、
価
格
差
を
逆

転
さ
せ
る
ほ
ど
の
意
義
が
あ
っ
た
の
か
疑
問
が
あ
る
も
の

や
、
簡
易
型
の
一
般
的
な
工
事
に
お
い
て
、
表
彰
経
験
の
有

無
な
ど
必
要
以
上
と
思
わ
れ
る
技
術
力
を
求
め
て
い
る
も
の

が
あ
っ
た
。

特
に
、
技
術
提
案
型
で
は
、
工
事
ご
と
に
必
要
な
技
術
提

案
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
総
合
評
価
方
式
の
推
進
に
関
す
る

事
務
を
所
掌
す
る
技
術
管
理
課
と
連
携
を
図
り
、
経
済
性
、

効
率
性
、
有
効
性
に
優
れ
た
入
札
手
法
の
実
現
に
努
め
る
必

要
が
あ
る
。

総
務
部

入
札
執
行
課

企
業
局
及
び
病
院
局
を
除
く
地
域
機
関
の
１０
万
円
以
上
１００
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万
円
未
満
の
物
品
調
達
で
は
、
上
位
３０
者
の
受
注
件
数
に
占
め

る
割
合
が
、
平
成
１９
年
度
上
半
期
で
は
６２
％
で
、
下
半
期
で
は

５３
％
と
な
っ
て
い
る
。

業
者
の
電
子
入
札
共
同
シ
ス
テ
ム
へ
の
慣
れ
等
に
よ
り
、
半

年
間
で
９
ポ
イ
ン
ト
低
下
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
占
有
率
は

大
き
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

物
品
調
達
は
、
そ
の
規
模
や
内
容
か
ら
県
内
各
地
域
の
地
元

業
者
が
参
加
し
や
す
い
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
公
共
調
達
に
お

け
る
地
元
業
者
の
育
成
と
い
う
役
割
を
考
え
る
と
、
こ
う
し
た

状
況
は
、
決
し
て
好
ま
し
い
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
た
め
、
物
品
調
達
に
お
け
る
公
平
性
や
透
明
性
を
確
保

す
る
中
で
、
登
録
業
者
の
う
ち
電
子
認
証
未
取
得
業
者
に
対
す

る
取
得
促
進
や
小
規
模
案
件
に
お
け
る
発
注
方
法
の
改
善
等
を

行
い
、
よ
り
多
く
の
地
元
業
者
が
参
加
出
来
る
よ
う
努
め
る
必

要
が
あ
る
。

県
民
生
活
部

広
聴
広
報
課

県
民
コ
メ
ン
ト
制
度
は
、
県
の
施
策
等
立
案
の
過
程
で
施
策

等
の
趣
旨
を
公
表
し
、
意
思
決
定
に
県
民
の
声
を
反
映
さ
せ
る

も
の
で
あ
る
。

平
成
１９
年
度
に
意
見
募
集
を
行
っ
た
１９
件
の
施
策
等
に
つ
い

て
意
見
を
寄
せ
て
い
た
だ
い
た
人
数
は
、
１０
名
以
下
の
案
件
が

１３
件
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
、
ゼ
ロ
名
が
２
件
、
１
名
が
２
件
、

２
名
が
２
件
と
極
め
て
低
調
で
あ
っ
た
。
こ
の
傾
向
は
平
成
１３

年
度
の
制
度
創
設
以
来
同
様
で
あ
っ
た
。

政
策
形
成
過
程
に
真
に
多
く
の
県
民
の
方
々
か
ら
の
声
を
反

映
さ
せ
る
た
め
、
意
見
募
集
方
法
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
。

県
民
生
活
部

N
PO
活
動

推
進
課

悪
質
な
N
PO
法
人
は
、
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
に
基
づ

き
厳
正
な
行
政
処
分
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
法
運
用

に
お
い
て
自
由
な
市
民
活
動
を
必
要
以
上
に
制
約
す
る
よ
う
な

こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
法
運
用
の
方
針
、
特
に
不
利
益
処

分
の
基
準
を
策
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

東
京
都
で
は
す
で
に
平
成
１８
年
４
月
に
基
準
を
定
め
た
上

で
、
厳
正
に
取
り
組
ん
で
い
る
が
、
本
県
で
は
未
だ
そ
の
基
準

を
定
め
て
い
な
い
。

悪
質
な
法
人
に
対
し
て
適
時
適
切
に
厳
正
な
処
分
を
行
え
る

よ
う
、
客
観
的
な
基
準
を
速
や
か
に
定
め
る
必
要
が
あ
る
。

県
民
生
活
部

人
権
推
進
課

最
近
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
に
伴
い
、
新
た
な
人
権
侵

害
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
昨
年
、
県
立
高
校
の
定
期

監
査
を
通
じ
て
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
メ
ー
ル
や
ブ
ロ
グ
等
に
よ

る
い
じ
め
や
誹
謗
中
傷
等
の
問
題
行
動
が
４
割
近
い
学
校
で
確

認
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
状
況
は
教
育
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、

教
育
、
家
庭
は
も
と
よ
り
社
会
全
体
の
問
題
と
と
ら
え
、
早
急

に
対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
人
権
推
進
課
で
は
、
埼
玉
県
人
権
施
策
推
進
指
針
に

基
づ
く
個
別
事
業
の
進
捗
状
況
を
毎
年
確
認
し
て
い
る
。
こ
の

中
で
人
権
推
進
課
自
ら
が
担
当
す
る
事
項
に
つ
い
て
も
、
進
捗

状
況
が
遅
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
な
ど
、
進
行
管
理
が
十
分
と

は
い
え
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。

今
後
発
生
す
る
新
た
な
人
権
侵
害
も
含
め
人
権
施
策
に
つ
い

て
総
合
的
な
進
行
管
理
を
適
切
に
行
い
、
効
果
的
な
取
組
を
積

極
的
に
行
う
必
要
が
あ
る
。

県
民
生
活
部

県
政
情
報
セ

ン
タ
ー

情
報
公
開
条
例
第
４
条
で
は
、
県
の
機
関
が
保
有
す
る
情
報

の
う
ち
、
公
表
す
べ
き
事
項
を
定
め
て
い
る
。

条
例
第
４
条
の
規
定
に
基
づ
く
「
実
施
機
関
が
定
め
る
事

項
」
を
知
事
部
局
以
外
は
定
め
て
い
な
い
が
、
知
事
部
局
以
外

の
機
関
の
情
報
公
開
度
を
高
め
る
こ
と
が
埼
玉
県
全
体
の
情
報

公
開
度
の
向
上
に
つ
な
が
る
。

今
後
、
条
例
の
規
定
に
基
づ
く
公
表
事
項
を
速
や
か
に
定

め
、
積
極
的
に
公
表
し
て
い
く
こ
と
を
、
知
事
部
局
以
外
の
機

関
に
対
し
て
、
積
極
的
に
働
き
か
け
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
ま

た
、
県
民
の
利
便
性
の
向
上
の
観
点
か
ら
、
公
表
義
務
の
あ
る

資
料
全
て
を
、
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
閲

覧
で
き
る
よ
う
配
慮
さ
れ
た
い
。

県
民
生
活
部

国
際
課

財
団
法
人
埼
玉
県
国
際
交
流
協
会
に
対
し
て
、
昭
和
６２
年
度

か
ら
「
運
営
費
補
助
」
を
、
平
成
１２
年
度
か
ら
は
「
国
際
協
力

県
民
プ
ラ
ザ
管
理
運
営
費
補
助
」
も
行
っ
て
い
る
。
１９
年
度
の

補
助
金
の
総
額
は
、
約
１３
，５００
千
円
を
超
え
て
い
る
。

同
協
会
の
収
支
計
算
書
で
は
、
平
成
１７
年
度
か
ら
１９
年
度
ま

で
３
年
連
続
、
当
期
収
支
差
が
黒
字
に
な
っ
て
お
り
、
特
に
１７

年
度
と
１９
年
度
は
、
県
の
補
助
金
収
入
が
な
く
て
も
、
黒
字
に

な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
結
果
、
平
成
１２
年
度
に
約
１１
，９８３
千

円
で
あ
っ
た
次
期
繰
越
額
が
、
ほ
ぼ
毎
年
増
え
続
け
、
１９
年
度

末
に
は
約
６７
，５７２
千
円
に
ま
で
増
え
て
い
る
。

厳
し
い
県
の
財
政
状
況
を
踏
ま
え
、
単
年
度
黒
字
が
続
き
、

累
積
黒
字
が
６
千
万
円
を
超
え
て
い
る
法
人
に
対
す
る
補
助
金

の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
廃
止
も
含
め
て
抜
本
的
に
見
直
す
必
要
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が
あ
る
。

県
民
生
活
部

青
少
年
課

青
少
年
育
成
県
民
運
動
の
推
進
母
体
と
し
て
「
青
少
年
育
成

埼
玉
県
民
会
議
」
が
昭
和
４１
年
に
設
立
さ
れ
、
県
で
は
県
民
会

議
に
補
助
を
行
っ
て
い
る
。（
平
成
１９
年
度
補
助
金
額
１１
，６８２

千
円
）
県
民
会
議
で
は
、
非
行
防
止
パ
ト
ロ
ー
ル
や
声
か
け
運
動
、

優
良
映
画
の
上
映
、
少
年
の
主
張
大
会
な
ど
歴
史
あ
る
事
業
を

数
多
く
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
在
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
通
じ
た
ド
ラ
ッ
グ
や
残
虐
ゲ
ー
ム
な
ど
の
違
法
売
買
、
掲

示
板
へ
の
誹
謗
中
傷
の
書
き
込
み
と
い
っ
た
犯
罪
被
害
が
社
会

問
題
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
ひ
き
こ
も
り
少
年
に
つ
い
て
も

大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
青
少
年
を
取
り
巻
く
環
境
が
激
変
・
悪
化
し

て
い
る
中
で
、
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
て
補
助
事
業
の
あ
り
方
を
抜

本
的
に
見
直
す
必
要
が
あ
る
。

危
機
管
理
防

災
部

消
防
防
災
課

「
埼
玉
県
防
災
情
報
シ
ス
テ
ム
保
守
管
理
業
務
委
託
」
は
、

平
成
１８
年
度
ま
で
は
指
名
競
争
入
札
、
１９
年
度
は
一
般
競
争
入

札
で
行
わ
れ
た
。
（
契
約
額
２９
，２９５
千
円
）
落
札
者
は
当
初
か

ら
シ
ス
テ
ム
の
開
発
業
者
で
あ
り
、
９５
．１
％
か
ら
９９
．９
％
と

い
う
高
落
札
率
が
続
い
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
開
発
業
者
で
な
け
れ
ば
扱
え
な
い

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に
関
す
る
部
分
と
、
専
門
業
者
な
ら
扱
え
る
機

器
の
保
守
点
検
に
関
す
る
部
分
に
業
務
内
容
を
分
け
、
機
器
保

守
点
検
に
つ
い
て
は
競
争
入
札
を
行
う
な
ど
、
実
質
的
に
競
争

性
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
競
争
入
札
が
難
し
い
部
分
に
つ
い
て
も
、
積
算
時
に

複
数
の
事
業
者
か
ら
参
考
見
積
り
を
取
る
な
ど
、
価
格
の
妥
当

性
確
保
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

危
機
管
理
防

災
部

消
防
防
災
課

県
が
平
成
２０
年
７
月
に
行
っ
た
災
害
時
要
援
護
者
の
避
難
支

援
対
策
に
関
す
る
調
査
で
は
、
各
市
町
村
で
災
害
時
要
援
護
者

の
情
報
を
全
域
で
把
握
し
て
い
る
の
は
３３
市
町
村
、
一
部
の
地

域
の
情
報
を
把
握
し
て
い
る
の
は
１１
市
町
村
と
い
う
結
果
で
あ

っ
た
。
残
る
２６
市
町
村
で
災
害
時
要
援
護
者
の
情
報
が
い
ま
だ
に
把

握
さ
れ
て
い
な
い
。

新
潟
・
福
島
豪
雨
や
新
潟
県
中
越
沖
地
震
に
お
い
て
、
犠
牲

と
な
っ
た
人
の
多
く
が
高
齢
者
で
あ
っ
た
。
災
害
時
に
自
主
防

災
組
織
が
有
効
な
救
助
活
動
や
避
難
誘
導
を
行
う
た
め
に
は
、

災
害
時
要
援
護
者
の
情
報
は
特
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の

で
あ
る
。

災
害
時
要
援
護
者
情
報
の
把
握
、
自
主
防
災
組
織
な
ど
と
の

情
報
共
有
に
つ
い
て
、
福
祉
部
な
ど
関
係
部
局
と
連
携
し
、
市

町
村
に
積
極
的
に
働
き
掛
け
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

危
機
管
理
防

災
部

化
学
保
安
課

高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
６２
条
に
基
づ
き
実
施
す
る
第
一
種
製
造

者
に
対
す
る
県
の
立
入
検
査
は
、
平
成
１９
年
度
１９１
事
業
所
に

対
し
実
施
し
、６２
件
の
指
導
が
行
わ
れ
た
。
毎
年
、
文
書
指
導
、

口
頭
指
導
の
件
数
が
多
い
が
、
現
在
、
数
年
に
一
回
立
入
検
査

に
入
れ
る
か
ど
う
か
の
頻
度
で
あ
り
不
十
分
で
あ
る
。

ま
た
、
第
二
種
製
造
者
に
対
す
る
立
入
検
査
で
も
、
１９
事
業

所
に
対
し
実
施
し
１４
件
の
指
導
が
行
わ
れ
、
同
様
の
状
況
で
あ

る
。こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
県
の
保
安
指
導
体
制
を
強
化

す
る
必
要
が
あ
る
。

環
境
部

温
暖
化
対
策

課
エ
コ
ア
ッ
プ
認
証
は
、
国
際
規
格
の
ISO
や
環
境
省
の
エ
コ

ア
ク
シ
ョ
ン
２１
な
ど
に
代
わ
り
、
C
O２
の
削
減
等
環
境
対
策
に

取
り
組
ん
で
い
る
事
業
所
を
認
証
す
る
本
県
独
自
の
制
度
で
あ

る
。中
小
企
業
に
と
っ
て
は
、
既
存
制
度
の
よ
う
に
認
証
の
取
得

や
維
持
に
高
額
な
費
用
を
か
け
ず
に
公
的
な
信
用
を
得
る
こ
と

が
で
き
る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。

こ
の
制
度
は
開
始
さ
れ
て
間
も
な
い
こ
と
か
ら
認
証
が
１５
件

し
か
な
く
、
早
急
に
認
証
企
業
を
拡
大
し
て
社
会
的
な
認
知
を

高
め
る
必
要
が
あ
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
特
に
知
名
度
が
高
い
大
企
業
の
認
証
取
得

を
促
進
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

本
県
で
は
、
大
規
模
事
業
所
５２７
か
所
が
エ
コ
ア
ッ
プ
宣
言

を
義
務
提
出
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
認
証
が

進
ん
で
い
な
い
。

認
証
企
業
を
拡
大
し
、
制
度
自
体
の
社
会
的
な
認
知
を
高
め

て
い
く
よ
う
一
層
の
取
組
が
必
要
で
あ
る
。

環
境
部

水
環
境
課

環
境
部
の
「
土
壌
・
地
下
水
汚
染
の
公
表
に
係
る
方
針
」
で

は
、
土
壌
・
地
下
水
汚
染
調
査
に
よ
り
環
境
基
準
を
超
え
る
汚

染
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
は
、
事
業
者
や
土
地
所
有
者
が
公
表

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
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県
は
、
環
境
汚
染
や
健
康
被
害
か
ら
県
民
を
守
る
と
い
う
重

大
な
使
命
を
負
う
立
場
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
汚
染
が
確
認
さ
れ

た
場
合
に
は
迅
速
に
対
応
を
図
る
と
と
も
に
、
自
ら
公
表
す
る

こ
と
も
含
め
県
民
に
速
や
か
に
周
知
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
を
構
築

す
べ
き
で
あ
る
。

環
境
部

水
環
境
課

土
壌
汚
染
早
期
発
見
事
業
で
は
、
有
害
物
質
を
扱
う
施
設
に

対
し
て
、
土
壌
汚
染
の
早
期
発
見
・
早
期
対
策
の
観
点
か
ら
、

県
が
土
壌
の
簡
易
調
査
を
行
っ
て
い
る
。

汚
染
の
可
能
性
が
あ
る
事
業
者
に
対
し
て
詳
細
調
査
を
勧
め

て
い
る
が
、
法
令
等
に
定
め
が
な
い
任
意
の
取
組
で
あ
る
た

め
、
経
済
的
理
由
な
ど
に
よ
り
詳
細
調
査
を
実
施
し
な
い
事
業

者
が
多
い
。

県
は
、
事
業
者
が
行
う
詳
細
調
査
及
び
県
が
行
う
周
辺
環
境

調
査
等
の
実
施
基
準
を
定
め
、
適
正
に
指
導
を
行
う
べ
き
で
あ

る
。

環
境
部

資
源
循
環
推

進
課

寄
居
町
の
資
源
循
環
工
場
は
、
当
初
入
居
し
た
企
業
９
社
の

う
ち
、
既
に
１
社
が
経
済
状
況
の
変
化
に
よ
り
原
料
が
集
ま
ら

な
い
な
ど
の
理
由
で
撤
退
し
、
１
社
が
操
業
を
停
止
し
て
い

る
。ま
た
、
年
度
当
初
３
社
に
つ
い
て
借
地
料
の
支
払
が
滞
り
、

現
在
も
２
社
が
未
収
と
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
稼
働
し
て
い
る
企
業
も
、
処
理
実
績
は
伸
び
て
い

る
が
、
稼
働
率
が
目
標
値
に
届
い
て
い
な
い
も
の
が
多
い
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
資
源
循
環
工
場
全
体
に
対
し
て
、
早

急
な
対
応
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
県
は
事
業
地
の
所

有
者
で
あ
り
、
当
事
業
を
積
極
的
に
推
進
し
て
き
た
立
場
か

ら
、
抜
本
的
な
立
て
直
し
策
を
速
や
か
に
講
じ
る
べ
き
で
あ

る
。

環
境
部

自
然
環
境
課

平
成
１９
年
度
に
県
で
実
施
し
た
「
ア
ラ
イ
グ
マ
生
息
状
況
等

調
査
」
に
よ
る
と
、
従
来
は
比
企
地
域
を
中
心
に
捕
獲
さ
れ
て

い
た
も
の
が
、
さ
い
た
ま
市
や
蓮
田
市
な
ど
他
の
地
域
に
お
い

て
も
急
増
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

こ
れ
ら
の
地
域
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
繁
殖
に
よ
る
増
加
が

懸
念
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
、
現
在
実
施
し
て
い
る
「
防
除
実
施

計
画
」の
重
点
対
策
地
域
を
見
直
し
、拡
大
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
１９
年
度
の
「
カ
ミ
ツ
キ
ガ
メ
生
息
状
況
等
調
査
」
に

よ
る
と
、
本
県
に
お
い
て
も
繁
殖
の
可
能
性
は
十
分
考
え
ら
れ

る
と
さ
れ
て
い
る
。

本
県
で
も
、
成
熟
個
体
が
繁
殖
を
繰
り
返
し
急
増
す
る
前

に
、
早
急
な
対
策
を
講
じ
る
べ
き
時
期
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。

環
境
部

自
然
環
境
課

山
西
省
友
好
記
念
館
は
、
本
県
と
山
西
省
の
友
好
締
結
１０
周

年
を
記
念
し
て
平
成
４
年
に
建
て
ら
れ
、
開
館
当
初
に
は
約
４

万
９
千
人
の
利
用
者
が
あ
っ
た
が
、
近
年
は
９
千
人
前
後
と
大

幅
に
減
少
し
て
い
る
。

１８
年
度
か
ら
指
定
管
理
者
制
度
を
導
入
し
特
別
展
の
開
催
な

ど
の
工
夫
を
行
っ
て
い
る
が
、
現
在
の
施
設
の
ま
ま
で
指
定
管

理
者
が
利
用
の
拡
大
に
い
く
ら
努
め
て
も
、
利
用
者
を
大
幅
に

回
復
さ
せ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

現
状
の
ま
ま
県
が
当
施
設
を
維
持
し
て
い
く
に
は
、
管
理
運

営
の
改
善
で
は
解
決
し
な
い
費
用
対
効
果
等
の
問
題
が
あ
る
。

施
設
の
設
置
者
で
あ
る
県
が
、
設
置
目
的
や
位
置
づ
け
を
踏

ま
え
た
今
後
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
抜
本
的
に
見
直
す
必
要
が

あ
る
。

福
祉
部

子
育
て
支
援

課
認
定
こ
ど
も
園
整
備
促
進
事
業
に
つ
い
て
は
、
１９
年
度
当
初

予
算
で
の
整
備
予
定
は
５
か
所
、
２１
，５００
千
円
に
対
し
て
、
そ

の
実
績
は
１
か
所
、
９
，３７５
千
円
と
、
予
定
し
た
整
備
数
を
下

回
っ
た
。

こ
の
た
め
、
今
後
、
市
町
村
や
庁
内
の
関
係
部
局
と
の
連
携

を
強
化
し
、
一
層
の
制
度
の
周
知
を
図
る
と
と
も
に
、
予
算
の

効
果
的
な
執
行
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。

産
業
労
働
部

産
業
労
働
政

策
課

産
業
文
化
セ
ン
タ
ー
は
、
開
設
以
来
（
財
）
産
業
文
化
セ
ン

タ
ー
が
普
通
財
産
の
貸
付
け
を
受
け
、
ビ
ル
棟
の
賃
貸
事
業
で

得
ら
れ
た
収
益
を
ホ
ー
ル
棟
の
管
理
費
用
に
充
て
て
運
営
し
て

き
た
。
平
成
１８
年
度
か
ら
ホ
ー
ル
棟
だ
け
切
り
離
し
て
指
定
管
理
者

制
度
を
導
入
し
た
。し
か
し
、実
際
の
運
営
は
１８
年
度
は
５１
，７７７

千
円
、
１９
年
度
は
７５
，１７８
千
円
を
ビ
ル
棟
の
収
益
か
ら
ホ
ー
ル

棟
の
管
理
費
用
に
充
当
し
て
い
る
。
２０
年
度
の
委
託
料
に
至
っ

て
は
０
円
と
な
っ
て
お
り
、
運
営
の
実
態
は
従
前
と
変
わ
っ
て

い
な
い
。

指
定
管
理
者
制
度
の
目
的
で
あ
る
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
と
コ
ス

ト
削
減
を
実
現
し
、
ホ
ー
ル
棟
の
よ
り
効
率
的
な
運
営
の
た
め

に
は
、
現
在
の
運
営
方
法
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
。
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産
業
労
働
部

勤
労
者
福
祉

課
子
育
て
応
援
宣
言
は
、
従
業
員
の
子
育
て
支
援
や
地
域
の
子

育
て
支
援
を
行
う
企
業
・
事
業
所
を
登
録
す
る
制
度
で
あ
る
。

宣
言
数
は
平
成
２３
年
度
目
標
の
１
，３００

を
超
え
、
２０
年
３
月
で

１
，３２１
社
に
上
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
従
業
員
３０１
人
以
上
の
事
業
所
の
宣
言
数
は
、
３００

人
以
上
の
従
業
員
数
の
事
業
所
４４０
に
比
べ
て
５７
事
業
所
に
す

ぎ
な
い
。

従
業
員
３０１
人
以
上
の
企
業
の
ほ
と
ん
ど
が
「
次
世
代
育
成

支
援
対
策
推
進
法
」
に
基
づ
く
「
一
般
事
業
主
行
動
計
画
」
を

策
定
済
み
で
あ
り
、
す
ぐ
に
で
も
宣
言
を
行
う
こ
と
が
可
能
で

あ
る
。
早
急
に
大
企
業
に
対
し
て
子
育
て
応
援
宣
言
を
行
う
よ
う
働

き
掛
け
る
必
要
が
あ
る
。

農
林
部

農
業
政
策
課

農
地
に
お
け
る
不
法
盛
土
は
、
平
成
１９
年
度
に
８
件
の
新
規

発
生
（
発
見
）
が
あ
り
、
２
件
を
是
正
し
、
１
件
に
つ
い
て
は

現
在
是
正
中
で
あ
る
。
ま
た
、
５
件
に
つ
い
て
は
現
在
是
正
に

向
け
指
導
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
に
是
正
さ
れ
な
い
ま
ま

と
な
っ
て
い
る
不
法
盛
土
は
、
平
成
２０
年
３
月
末
現
在
で
２２０

件
に
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
農
地
法
に
基
づ
く
原
状
回
復
命
令
は
、
平
成
１７
年
１０

月
以
来
発
出
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
刑
事
告
発
は
平
成
１５
年

４
月
以
来
行
わ
れ
て
い
な
い
。

不
法
盛
土
を
解
消
す
る
た
め
に
は
、
違
反
行
為
者
及
び
土
地

の
所
有
者
の
双
方
に
対
し
て
継
続
し
て
是
正
指
導
を
行
う
と
と

も
に
、
是
正
指
導
に
従
わ
な
い
者
に
対
し
、
法
に
基
づ
く
原
状

回
復
命
令
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
命
令
に
従
わ
な
い
者

に
対
し
て
は
、
告
発
を
視
野
に
入
れ
た
検
討
を
行
う
必
要
が
あ

る
。

農
林
部

農
業
政
策
課

平
成
１９
年
度
の
農
業
協
同
組
合
等
の
検
査
で
は
、
多
く
の
指

摘
を
行
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
は
数
年
続
い
て
お
り
、
ま

た
、
い
く
つ
か
の
農
業
協
同
組
合
等
か
ら
類
似
の
指
摘
事
項
が

認
め
ら
れ
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
信
用
事
業
を
実
施
す
る
法
人
と

し
て
非
常
に
憂
慮
す
る
も
の
が
あ
る
。

今
後
も
、
同
じ
よ
う
な
誤
り
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
が
な
い

よ
う
指
導
の
徹
底
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

農
林
部

農
産
物
安
全

課
特
別
栽
培
農
産
物
普
及
推
進
事
業
で
は
、
特
別
栽
培
農
産
物

の
認
証
面
積
を
平
成
２３
年
度
に
５
，０００
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
す
る
こ

と
を
目
標
と
し
て
い
る
が
、
平
成
１９
年
度
の
認
証
面
積
は
微
増

に
留
ま
っ
て
お
り
、
年
次
目
標
と
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
。

農
林
部
で
は
、
特
別
栽
培
農
産
物
利
用
店
の
指
定
拡
大
や
農

産
物
直
売
所
の
充
実
強
化
を
通
し
て
特
別
栽
培
農
産
物
の
普
及

を
図
っ
て
い
る
が
、
認
証
面
積
の
増
大
に
結
び
つ
い
て
い
な

い
。今
後
、
量
販
店
や
外
食
産
業
な
ど
に
働
き
か
け
、
特
別
栽
培

農
産
物
が
大
量
、
安
定
的
に
流
通
す
る
仕
組
づ
く
り
に
取
り
組

む
な
ど
、
生
産
者
が
特
別
栽
培
農
産
物
の
生
産
に
魅
力
を
感
じ

る
よ
う
な
施
策
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

農
林
部

森
づ
く
り
課

林
業
就
業
者
数
は
平
成
１２
年
の
５４５
人
か
ら
、
平
成
１７
年
は

２６８
人
へ
と
半
減
し
て
お
り
、
平
成
１９
年
度
の
新
規
林
業
就
業

者
は
３
人
に
す
ぎ
な
い
。

県
で
は
森
林
組
合
等
に
補
助
を
行
い
、
森
林
機
能
を
保
全
す

る
た
め
の
緊
急
間
伐
や
、
作
業
路
網
整
備
な
ど
に
よ
る
低
コ
ス

ト
な
林
業
の
実
現
を
支
援
し
て
い
る
。
し
か
し
、
林
業
経
営
と

し
て
自
立
す
る
に
は
不
十
分
な
状
況
で
あ
る
。

近
年
、
輸
入
木
材
価
格
の
上
昇
な
ど
に
よ
り
国
産
木
材
の
需

要
が
高
ま
っ
て
お
り
、
県
で
は
こ
の
機
を
捉
え
て
、
品
質
に
優

れ
た
県
産
木
材
の
安
定
供
給
を
確
保
で
き
る
よ
う
に
す
る
べ
き

で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
大
手
住
宅
メ
ー
カ
ー
等
と
の
連
携
を
図
る

な
ど
、
公
共
事
業
や
補
助
金
な
ど
に
依
存
せ
ず
に
林
業
経
営
が

成
り
立
つ
よ
う
、
森
林
管
理
か
ら
木
材
販
売
ま
で
を
視
野
に
入

れ
た
総
合
的
な
林
業
支
援
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

県
土
整
備
部

県
土
整
備
総

務
課

本
県
は
、
入
札
に
お
け
る
透
明
性
、
競
争
性
及
び
公
正
性
を

確
保
す
る
た
め
、
入
札
契
約
制
度
改
革
を
進
め
て
い
る
。
県
土

整
備
部
の
入
札
で
は
、
平
成
１９
年
６
月
か
ら
４
件
の
談
合
問
題

が
発
生
し
、
入
札
参
加
業
者
の
う
ち
２１
社
を
談
合
の
疑
い
で
告

発
し
て
い
る
。

談
合
の
疑
い
の
あ
る
入
札
に
つ
い
て
は
、
執
行
機
関
に
お
い

て
談
合
情
報
対
応
要
領
に
よ
り
、
入
札
参
加
業
者
へ
事
情
聴
取

等
の
調
査
を
し
て
い
る
。

今
後
は
、
総
務
部
契
約
局
長
と
十
分
に
連
携
し
、
談
合
の
疑

い
の
あ
る
入
札
に
つ
い
て
は
、
広
く
入
札
結
果
等
を
踏
ま
え
た

検
証
を
行
い
、
更
な
る
再
発
防
止
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

県
土
整
備
部

技
術
管
理
課

平
成
１８
年
度
か
ら
試
行
し
て
い
る
総
合
評
価
方
式
に
お
け
る
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技
術
評
価
で
は
、
技
術
提
案
型
に
お
い
て
、
価
格
差
を
逆
転
さ

せ
る
ほ
ど
の
意
義
が
あ
っ
た
の
か
疑
問
が
あ
る
も
の
や
、
簡
易

型
の
一
般
的
な
工
事
に
お
い
て
、
表
彰
経
験
の
有
無
な
ど
必
要

以
上
と
思
わ
れ
る
技
術
力
を
求
め
て
い
る
も
の
が
あ
っ
た
。

平
成
２１
年
度
か
ら
総
合
評
価
方
式
を
本
格
運
用
す
る
こ
と
か

ら
、
総
務
部
契
約
局
長
と
連
携
を
図
り
、
今
ま
で
の
試
行
結
果

を
検
証
し
、
経
済
性
、
効
率
性
及
び
有
効
性
に
優
れ
た
入
札
手

法
の
実
現
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

特
に
、
技
術
提
案
型
で
は
、
工
事
ご
と
に
必
要
な
技
術
評
価

項
目
や
客
観
的
な
評
価
基
準
を
十
分
に
検
討
す
る
必
要
が
あ

る
。ま
た
、
競
争
の
透
明
性
を
図
る
た
め
に
も
、
技
術
評
価
項
目

の
配
点
や
評
価
点
を
公
表
し
透
明
性
を
確
保
す
る
必
要
が
あ

る
。

県
土
整
備
部

建
設
業
課

建
設
工
事
紛
争
相
談
・
建
設
業
者
指
導
監
督
業
務
で
は
、
県

民
か
ら
民
間
の
建
築
リ
フ
ォ
ー
ム
な
ど
の
ト
ラ
ブ
ル
相
談
を
受

付
け
て
い
る
。

そ
の
対
応
で
は
、
県
民
か
ら
相
談
内
容
を
聞
い
て
問
題
解
決

に
向
け
た
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
っ
て
い
る
が
、
建
設
業
者
に
対
し

て
十
分
な
指
導
監
督
が
実
施
さ
れ
て
い
な
い
状
況
に
あ
る
。

県
民
か
ら
頻
繁
に
相
談
が
寄
せ
ら
れ
る
場
合
は
、
建
設
業
者

に
対
し
て
特
定
行
政
庁
と
の
連
携
や
会
社
へ
出
向
い
て
指
導
す

る
な
ど
、
実
効
性
の
あ
る
指
導
監
督
が
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き

で
あ
る
。

病
院
局

病
院
局
に
お
い
て
は
、
平
成
２０
年
３
月
に
「
未
収
金
回
収
マ

ニ
ュ
ア
ル
」
を
作
成
し
た
。

こ
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
従
前
か
ら
取
り
組
ん
で
き
た
文
書
督

促
や
臨
宅
徴
収
な
ど
に
加
え
て
、
「
支
払
督
促
」
と
い
う
法
的

措
置
を
盛
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
債
権
を
未
収
金
額
に
応
じ

て
A
債
権
（
１
万
円
未
満
）、
B
債
権
（
１
万
円
以
上
３０
万
円

未
満
）、
C
債
権
（
３０
万
円
以
上
）
の
３
つ
に
分
類
し
、
そ
れ

ぞ
れ
対
策
を
講
じ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
債
権
管
理
に
当
た
っ
て
は
、
古
い
債
権
や
回
収
不

能
債
権
の
分
析
が
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
状
況
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
活
用
に
す
る
に
当

た
っ
て
は
、
各
病
院
は
実
態
に
沿
っ
た
状
況
把
握
を
行
い
、
費

用
対
効
果
に
も
考
慮
し
た
適
正
な
債
権
管
理
が
必
要
で
あ
る
。

教
育
局

県
立
学
校
人

事
課

指
導
力
が
不
足
す
る
教
員
に
対
し
て
は
、
県
立
学
校
長
ま
た

は
市
町
村
教
育
委
員
会
の
申
請
に
基
づ
き
、
県
教
育
委
員
会
が

「
指
導
改
善
研
修
」
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
制
度
が
有
効
に
活
用
さ
れ
る
た
め
に
は
、
学
校
と
県
教

育
委
員
会
あ
る
い
は
市
町
村
教
育
委
員
会
と
の
間
で
、
指
導
力

不
足
教
員
に
関
す
る
情
報
が
、
適
時
適
切
に
伝
達
さ
れ
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
が
、
平
成
１９
年
度
の
学
校
監
査
に
お
い
て
、
以

下
の
よ
う
な
問
題
点
が
あ
っ
た
。

１
県
教
育
委
員
会
は
、
指
導
力
不
足
教
員
が
異
動
し
た
際

に
、
そ
の
情
報
が
校
長
に
伝
達
さ
れ
て
い
る
か
確
認
し
て
お

ら
ず
、
１
か
月
以
上
た
っ
て
初
め
て
確
認
し
た
。

２
県
教
育
委
員
会
は
、
指
導
力
不
足
教
員
の
異
動
後
の
状
況

を
把
握
す
る
際
、
校
長
へ
の
電
話
聴
取
の
み
で
あ
っ
た
。

３
校
長
は
、
指
導
力
不
足
教
員
に
関
す
る
問
題
が
解
決
し
て

い
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
制
度
を
活
用
し
て
県
教
育

委
員
会
に
申
請
を
し
て
い
な
か
っ
た
。

こ
の
た
め
、
指
導
力
不
足
教
員
に
関
す
る
情
報
の
把
握
、
伝

達
方
法
を
含
め
、
こ
の
制
度
が
有
効
に
活
用
さ
れ
る
よ
う
改
善

策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
。

教
育
局

特
別
支
援
教

育
課

発
達
障
害
の
あ
る
児
童
生
徒
が
、
障
害
の
状
態
に
応
じ
た
十

分
な
教
育
的
支
援
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
発
達
障
害
者
支
援
法

に
基
づ
き
、
体
制
の
整
備
を
図
っ
て
い
く
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
。本
県
で
は
、
校
内
委
員
会
の
設
置
や
、
特
別
支
援
教
育
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
指
名
は
、
小
中
学
校
で
は
１００
％
に
な
っ
て

い
る
。
し
か
し
、
児
童
生
徒
に
対
す
る
個
別
の
指
導
計
画
の
作

成
状
況
は
、中
学
校
で
全
国
平
均
５５
．８
％
、東
京
都
６１
．５
％
、

千
葉
県
５３
．７
％
に
対
し
、
本
県
は
４０
．１
％
と
、
全
国
平
均
や

近
隣
都
県
を
下
回
っ
て
い
る
。
こ
の
本
県
中
学
校
の
計
画
の
作

成
率
は
、
本
県
小
学
校
の
計
画
の
作
成
率
（
６２
．５
％
）
の
約

６
割
に
と
ど
ま
り
、
全
国
平
均
や
近
隣
都
県
（
約
８
割
）
を
下

回
っ
て
い
る
。
ま
た
、
個
別
の
教
育
支
援
計
画
の
策
定
状
況
に

つ
い
て
も
、
こ
れ
ら
と
同
様
の
傾
向
で
あ
る
。

県
は
、
発
達
障
害
児
へ
の
適
切
な
支
援
の
た
め
、
小
中
学
校

に
お
け
る
個
別
の
指
導
計
画
の
作
成
や
、
個
別
の
教
育
支
援
計

画
の
策
定
を
促
進
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に

は
、
小
学
校
と
中
学
校
が
十
分
連
携
を
図
る
ほ
か
、
医
療
、
福

祉
、
労
働
等
関
係
機
関
の
一
層
の
協
力
が
得
ら
れ
る
仕
組
み
を
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作
る
必
要
が
あ
る
。

警
察
本
部

施
設
課

県
内
に
は
、
交
番
及
び
駐
在
所
は
３７３
箇
所
あ
り
、
交
番
等

は
地
域
の
防
犯
拠
点
と
し
て
、
安
全
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま

ち
づ
く
り
に
向
け
、
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。こ
の
交
番
等
の
う
ち
、
市
町
村
の
普
通
財
産
用
地
を
無
償
で

借
り
受
け
て
い
る
も
の
は
６
箇
所
、
有
償
で
借
り
受
け
て
い
る

も
の
は
１８５
箇
所
で
、年
間
賃
借
料
は
約
３７
，３９８
千
円
に
な
る
。

各
市
町
村
に
は
「
財
産
の
交
換
、
譲
与
、
無
償
貸
付
等
に
関

す
る
条
例
」
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
賃
借
料
は
、
以
前
に
契

約
し
た
金
額
を
そ
の
ま
ま
更
新
し
て
い
る
も
の
が
多
い
。
最
近

の
地
価
を
基
に
算
出
し
た
賃
借
料
と
比
較
し
た
場
合
、約
０
．２

倍
～
２
倍
に
な
る
事
例
も
あ
る
。

こ
の
た
め
、
今
後
、
各
市
町
村
と
賃
借
料
に
つ
い
て
基
準
を

定
め
る
な
ど
、
統
一
的
な
契
約
方
法
を
検
討
す
る
必
要
が
あ

る
。

警
察
本
部

施
設
課

平
成
１９
年
度
は
７
件
の
大
型
反
射
式
道
路
標
識
清
掃
点
検
業

務
委
託
を
指
名
競
争
入
札
で
執
行
し
た
。
こ
の
う
ち
の
３
件
を

同
一
の
１５
者
に
よ
り
、
ま
た
、
４
件
に
つ
い
て
は
、
３
件
と
は

別
の
１５
者
に
よ
る
入
札
を
執
行
し
た
。
入
札
の
結
果
、
７
件
の

入
札
と
も
落
札
率
が
８１
％
と
８２
％
で
あ
っ
た
。

平
成
１８
年
度
の
入
札
５
件
に
お
い
て
も
、
落
札
率
８７
％
が
３

件
あ
る
な
ど
、
ほ
ぼ
落
札
率
が
横
並
び
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
入
札
に
お
い
て
は
、
適
正
な
入
札
を
確
保
す
る

た
め
検
証
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

埼
玉
県
監
査
委
員
告
示
第
１３
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
２２
年
法
律
第
６７
号
）
第
１９９
条
第
１２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
埼
玉
県
知
事
及
び
埼
玉
県
教
育
委
員
会
か
ら
監
査
の
結
果
に
よ
り
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
次

の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
２０
年
１０
月
３
日

埼
玉
県
監
査
委
員
春
日
敏
彦

埼
玉
県
監
査
委
員
米
田
正
巳

埼
玉
県
監
査
委
員
樋
口
�
利

埼
玉
県
監
査
委
員
小
島
信
昭

１
監
査
の
結
果
「
指
摘
」
と
し
た
事
項

対
象
機
関

監
査
結
果
の
公
表
年
月
日
（
県
報
の
号
数
）

監
査
の
結
果

講
じ
た
措
置

総
務
部

県
民
・
消
費
生
活
課

平
成
１９
年
１０
月
５
日
（
第
１９１６

号
）

県
民
活
動
総
合
セ
ン
タ
ー
は
、
平
成
１７
年
度
ま
で
は
、
ホ

ー
ル
や
宿
泊
施
設
等
の
管
理
を
（
財
）
い
き
い
き
埼
玉
に
管

理
委
託
し
て
い
た
が
、
食
堂
に
つ
い
て
は
、
行
政
財
産
の
目

的
外
使
用
許
可
を
受
け
た
民
間
事
業
者
が
独
自
に
経
営
し
、

県
は
使
用
料
収
入
約
２４０
万
円
を
得
て
い
た
。

平
成
１８
年
度
か
ら
指
定
管
理
者
制
度
を
導
入
す
る
に
当
た

り
、
指
定
管
理
者
と
な
る
同
財
団
か
ら
、
「
利
用
者
サ
ー
ビ

食
堂
運
営
に
つ
い
て
経
営
改
善
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
下

記
�
、
�
、
�
に
つ
い
て
（
財
）
い
き
い
き
埼
玉
を
指
導

し
た
。

�
比
較
的
利
用
客
の
少
な
い
夜
間
の
人
件
費
を
抑
制
す
る

た
め
の
事
前
予
約
制
の
導
入
。

�
仕
入
れ
先
の
変
更
や
メ
ニ
ュ
ー
の
変
更
に
よ
る
食
材
費

の
見
直
し
。

－３４－
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ス
の
向
上
の
た
め
、
施
設
利
用
、
事
業
申
込
、
食
堂
予
約
等

を
一
括
し
て
受
け
付
け
る
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
を
取
り

入
れ
た
い
」
と
い
う
提
案
を
受
け
た
。

こ
の
た
め
、
県
で
は
、
同
財
団
の
指
定
管
理
業
務
に
食
堂

経
営
を
含
め
、
売
上
は
同
財
団
の
収
入
と
な
る
一
方
で
、
仕

入
れ
や
調
理
等
に
係
る
経
費
は
同
財
団
が
支
出
す
る
形
を
承

認
し
、
同
財
団
は
民
間
事
業
者
に
再
委
託
す
る
契
約
を
締
結

し
た
が
、
平
成
１８
年
度
の
食
堂
業
務
の
収
支
は
、
支
出
約

９
，６００
万
円
、
収
入
約
８
，５００

万
円
と
約
１
，１００

万
円
の
赤
字

に
な
っ
た
。

県
が
、
食
堂
運
営
に
対
す
る
改
善
指
導
の
措
置
を
講
じ
た

こ
と
に
よ
り
、
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
は
図
ら
れ
た
も
の

の
、
結
果
と
し
て
、
売
上
の
１
割
を
超
え
る
赤
字
が
生
じ
て

し
ま
っ
た
。

�
売
上
を
伸
ば
す
に
は
、
夕
食
・
朝
食
の
際
に
食
堂
を
利

用
す
る
宿
泊
施
設
利
用
者
の
増
が
必
要
不
可
欠
で
あ

る
。
よ
っ
て
、
宿
泊
施
設
利
用
者
確
保
に
向
け
た
、
企

業
、
県
内
大
学
・
短
期
大
学
な
ど
へ
の
積
極
的
な
営
業

活
動
の
展
開
。

そ
の
結
果
、
平
成
１９
年
度
の
食
堂
業
務
の
収
支
は
、
約

６４
万
円
の
赤
字
と
な
っ
た
も
の
の
、
対
前
年
度
比
で
は
、

約
１
，０７２
万
円
の
改
善
と
な
っ
た
。

（
平
成
２０
年
４
月
１
日
組
織
改
正

県
民
生
活
部
N
PO

活
動
推
進
課
）

総
務
部

男
女
共
同
参
画
推
進

セ
ン
タ
ー

平
成
２０
年
６
月
２７
日
（
第
１９９１

号
）

平
成
１９
年
度
の
シ
ス
テ
ム
保
守
業
務
委
託
契
約
手
続
き
に

お
い
て
次
の
と
お
り
不
適
切
な
点
が
あ
っ
た
。

１
各
委
託
契
約
の
締
結
に
当
た
り
、
埼
玉
県
財
務
規
則
に

定
め
ら
れ
た
予
定
価
格
調
書
の
作
成
及
び
見
積
書
の
徴
取

が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

２
「
情
報
シ
ス
テ
ム
保
守
業
務
（
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
）」委
託

契
約
の
契
約
締
結
伺
い
に
つ
い
て
、
埼
玉
県
財
務
規
則
に

定
め
ら
れ
た
決
裁
権
者
の
決
裁
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
。

（
契
約
件
名
）

・
情
報
シ
ス
テ
ム
保
守
業
務
（
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
）

７
，４７４
，９５０
円

・
情
報
シ
ス
テ
ム
機
器
保
守
業
務
（
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
）

３
，９０８
，３３６
円

・
視
聴
覚
シ
ス
テ
ム
機
器
保
守
等
業
務

８９５
，８６０
円

再
発
防
止
の
た
め
、
職
員
へ
の
埼
玉
県
財
務
規
則
等
の

周
知
徹
底
を
図
る
と
と
も
に
、
証
拠
書
類
へ
の
関
係
規
定

の
添
付
の
徹
底
や
契
約
事
務
に
係
る
自
己
検
査
の
重
点
的

実
施
な
ど
財
務
会
計
審
査
に
係
る
チ
ェ
ッ
ク
体
制
を
よ
り

一
層
強
化
し
、
会
計
事
務
処
理
で
遺
漏
な
き
よ
う
適
切
な

事
務
処
理
に
努
め
た
。

な
お
、
平
成
２０
年
度
の
当
該
契
約
に
つ
い
て
は
埼
玉
県

財
務
規
則
に
定
め
ら
れ
た
手
続
き
に
よ
り
締
結
し
た
。

（
平
成
２０
年
４
月
１
日
組
織
改
正
県
民
生
活
部
男
女
共

同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー
）

２
監
査
の
結
果
「
注
意
」
と
し
た
事
項

対
象
機
関

監
査
結
果
の
公
表
年
月
日
（
県
報
の
号
数
）

監
査
の
結
果

講
じ
た
措
置

危
機
管
理
防

災
部

防
災
航
空
セ
ン
タ
ー

平
成
２０
年
２
月
２９
日
（
第
１９５７

号
）

防
災
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
運
航
管
理
業
務
委
託
契
約
に
お

い
て
、
点
検
に
よ
る
休
航
の
た
め
運
航
し
な
い
期
間
に

つ
い
て
は
、
航
空
保
険
料
の
返
納
金
が
生
じ
る
。

平
成
１７
年
度
の
委
託
契
約
に
係
る
返
納
金
（
５５２
，６４０

円
）
は
、
契
約
期
間
満
了
か
ら
１
年
近
く
経
過
し
た
平

平
成
１８
年
度
の
航
空
保
険
料
返
納
に
つ
い
て
は
、
保
険

会
社
と
連
絡
を
と
り
、
直
ち
に
手
続
き
を
行
い
平
成
１９
年

１１
月
１２
日
に
返
納
さ
れ
た
。

平
成
１９
年
度
の
航
空
保
険
料
の
返
納
に
つ
い
て
は
、
委

託
期
間
終
了
後
、
加
入
保
険
会
社
と
連
絡
を
と
り
、
直
ち

－３５－
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成
１９
年
３
月
２０
日
に
返
納
さ
れ
て
い
た
が
、
契
約
期
間

満
了
後
、
速
や
か
に
手
続
き
を
行
う
べ
き
で
あ
っ
た
。

に
手
続
き
を
行
い
平
成
２０
年
５
月
７
日
に
返
納
さ
れ
た
。

保
健
医
療
部

入
間
東
福
祉
保
健
総

合
セ
ン
タ
ー

平
成
２０
年
２
月
２９
日
（
第
１９５７

号
）

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
整
備
促
進
事
業
に
お
い

て
、
平
成
１７
年
・
１８
年
度
継
続
事
業
で
実
施
し
た
施
設

整
備
事
業
に
対
し
て
、
平
成
１７
年
度
に
１５８
，６００
千
円
、

平
成
１８
年
度
に
実
施
し
た
設
備
整
備
事
業
に
対
し
て
、

平
成
１８
年
度
に
２５
，０００
千
円
の
補
助
金
の
交
付
決
定
を

行
っ
た
。

交
付
決
定
し
た
事
業
ご
と
に
補
助
金
の
確
定
手
続
き

を
行
う
べ
き
と
こ
ろ
、
両
補
助
事
業
を
合
算
し
て
補
助

金
額
１８３
，６００
千
円
の
確
定
手
続
き
を
行
っ
た
。

今
後
、
チ
ェ
ッ
ク
体
制
の
強
化
を
行
う
な
ど
、
補
助
金

交
付
手
続
き
の
適
正
化
を
図
り
、
再
発
防
止
に
努
め
た
。

県
土
整
備
部

飯
能
県
土
整
備
事
務

所
平
成
２０
年
２
月
２９
日
（
第
１９５７

号
）

土
砂
災
害
防
止
法
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
、
随
意
契
約

に
よ
り
４７２
，５００
円
で
３
，０００

部
を
作
成
し
た
が
、
２
者

以
上
か
ら
見
積
書
を
徴
取
す
べ
き
と
こ
ろ
１
者
の
み
で

あ
っ
た
。

再
発
防
止
の
た
め
、
埼
玉
県
財
務
規
則
を
遵
守
し
、
適

正
な
事
務
処
理
を
行
う
よ
う
に
改
め
て
職
員
に
周
知
徹
底

を
図
っ
た
。

保
健
医
療
部

食
肉
衛
生
検
査
セ
ン

タ
ー

平
成
２０
年
６
月
２７
日
（
第
１９９１

号
）

平
成
１９
年
１０
月
に
食
肉
衛
生
検
査
セ
ン
タ
ー
北
部
支

所
の
外
壁
工
事
請
負
契
約
を
９１３
，５００
円
で
締
結
し

た
。
そ
の
際
に
参
考
見
積
の
た
め
徴
取
し
た
見
積
書
に

よ
り
業
者
を
選
定
し
て
お
り
、
埼
玉
県
財
務
規
則
に
定

め
ら
れ
た
見
積
書
を
新
た
に
徴
取
し
て
い
な
か
っ
た
。

再
発
防
止
の
た
め
、
契
約
締
結
事
務
に
つ
い
て
、
埼
玉

県
財
務
規
則
等
の
再
確
認
を
行
い
、
同
種
案
件
に
お
け
る

事
務
処
理
の
適
正
化
を
図
っ
た
。

農
林
部

本
庄
農
林
振
興
セ
ン

タ
ー

平
成
２０
年
６
月
２７
日
（
第
１９９１

号
）

平
成
１９
年
３
月
９
日
か
ら
２８
日
に
か
け
て
、
５
回
に

わ
た
り
複
写
機
の
消
耗
品
を
購
入
し
、
購
入
額
の
合
計

は
３８３
，８８０
円
で
あ
っ
た
。

３
月
中
に
同
一
業
者
に
同
一
品
目
を
５
回
に
分
割
し

て
発
注
し
た
こ
と
は
、
不
適
切
で
あ
る
。

し
か
も
平
成
１８
年
７
月
に
同
様
の
消
耗
品
を
複
数
の

者
か
ら
見
積
書
を
徴
取
し
て
購
入
し
た
時
に
比
べ
、
高

い
価
格
に
な
っ
て
い
た
。

物
品
の
購
入
に
当
た
っ
て
は
、
同
一
品
目
の
一
括
購
入

や
競
争
性
の
確
保
な
ど
に
努
め
、
計
画
的
・
効
率
的
な
発

注
を
行
い
、
適
正
な
予
算
執
行
を
図
る
こ
と
と
し
た
。

ま
た
、再
発
を
防
止
す
る
た
め
、職
場
研
修
を
実
施
し
、

埼
玉
県
財
務
規
則
の
遵
守
と
適
正
な
財
務
事
務
の
執
行
に

つ
い
て
、
職
員
へ
の
周
知
・
徹
底
を
図
っ
た
。

教
育
局

不
動
岡
高
校

平
成
２０
年
６
月
２７
日
（
第
１９９１

号
）

平
成
１９
年
３
月
に
体
育
館
の
カ
ー
テ
ン
を
９４２
，０６０

円
で
付
け
替
え
た
。

契
約
金
額
が
、
５０
万
円
以
上
１００
万
円
未
満
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
請
書
の
徴
取
が
必
要
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ

を
徴
取
し
て
い
な
か
っ
た
。

再
発
防
止
の
た
め
、
埼
玉
県
財
務
規
則
を
再
確
認
す
る

と
と
も
に
、
チ
エ
ッ
ク
体
制
を
強
化
す
る
こ
と
と
し
た
。

教
育
局

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー

江
南
支
所

平
成
２０
年
６
月
２７
日
（
第
１９９１

号
）

平
成
１９
年
７
月
に
誘
導
灯
の
修
繕
を
１４２
，８００
円
で

行
っ
た
。

契
約
金
額
が
、
１０
万
円
以
上
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
２

者
以
上
か
ら
見
積
書
を
徴
取
す
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
１

再
発
防
止
の
た
め
、
業
者
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
埼

玉
県
財
務
規
則
等
関
係
法
令
を
正
し
く
確
認
す
る
と
と
も

に
、
今
後
は
複
数
の
相
手
方
か
ら
見
積
書
を
徴
取
す
る
こ

と
と
し
た
。
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者
の
み
で
あ
っ
た
。

教
育
局

嵐
山
史
跡
の
博
物
館

平
成
２０
年
６
月
２７
日
（
第
１９９１

号
）

平
成
１９
年
１０
月
に
企
画
展
「
後
北
条
氏
の
城
」
の
資

料
梱
包
・
輸
送
等
業
務
委
託
契
約
を
６５０
，０００
円
で
締

結
し
た
。

文
化
財
の
輸
送
業
務
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
美
術
品
の

専
用
車
と
取
扱
専
門
員
を
有
す
る
者
が
他
に
い
な
い
こ

と
を
理
由
と
し
て
、
１
者
の
み
か
ら
見
積
書
を
徴
取
し

契
約
し
た
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
条
件
を
満
た
し
、
か
つ
、
過
去

に
県
立
の
博
物
館
に
お
い
て
契
約
実
績
を
有
す
る
者
は

ほ
か
に
も
い
る
。

契
約
金
額
が
１０
万
円
以
上
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
２
者

以
上
か
ら
見
積
書
を
徴
取
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

再
発
防
止
の
た
め
、
契
約
事
務
の
執
行
に
当
た
っ
て

は
、
埼
玉
県
財
務
規
則
や
会
計
事
務
処
理
要
領
を
再
確
認

す
る
と
と
も
に
、
今
後
は
複
数
の
相
手
方
か
ら
見
積
書
を

徴
取
す
る
こ
と
と
し
た
。

教
育
局

幸
手
高
校

平
成
２０
年
６
月
２７
日
（
第
１９９１

号
）

昼
食
調
理
販
売
目
的
の
食
堂
（
学
食
）
及
び
清
涼
飲

料
水
販
売
目
的
の
自
動
販
売
機
に
行
政
財
産
の
使
用
許

可
を
与
え
、
管
理
費
（
光
熱
水
費
）
が
発
生
し
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
徴
収
し
て
い
な
か
っ
た
。

徴
収
し
て
い
な
か
っ
た
管
理
費
に
つ
い
て
は
、
手
続
き

を
行
い
徴
収
し
た
。
再
発
防
止
の
た
め
、
埼
玉
県
財
務
規

則
を
再
確
認
す
る
と
と
も
に
、
管
理
費
徴
収
の
適
正
な
事

務
処
理
の
徹
底
を
図
る
こ
と
と
し
た
。

教
育
局

さ
き
た
ま
史
跡
の
博

物
館

平
成
２０
年
６
月
２７
日
（
第
１９９１

号
）

平
成
１９
年
３
月
に
公
園
案
内
板
改
修
工
事
を

６７９
，３５０
円
で
行
っ
た
。

予
定
価
格
が
５０
万
円
以
上
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
予
定
価
格
調
書
を
作
成
し
て
い
な
か
っ
た
。

再
発
防
止
の
た
め
、
埼
玉
県
財
務
規
則
の
周
知
徹
底
を

図
っ
た
ほ
か
、
適
正
な
事
務
処
理
を
行
う
た
め
、
予
定
価

格
調
書
が
作
成
さ
れ
て
い
る
か
な
ど
の
チ
ェ
ッ
ク
体
制
を

強
化
し
た
。

３
監
査
の
結
果
「
意
見
」
と
し
た
事
項

対
象
機
関

監
査
結
果
の
公
表
年
月
日
（
県
報
の
号
数
）

監
査
の
結
果

講
じ
た
措
置

産
業
労
働
部

産
業
技
術
総
合
セ
ン

タ
ー

平
成
１９
年
１２
月
１４
日
（
第
１９３６

号
）

産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
研
究
評
価
委
員
会
設
置
要
領
で

は
、
必
要
に
応
じ
、
同
セ
ン
タ
ー
が
実
施
し
た
「
研
究
終
了

か
ら
数
年
を
経
て
行
う
追
跡
評
価
及
び
成
果
普
及
方
針
の
調

整
」
を
研
究
評
価
委
員
会
で
協
議
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る

が
、
そ
の
協
議
が
行
わ
れ
て
い
な
い
。

「
研
究
終
了
か
ら
数
年
を
経
て
行
う
追
跡
評
価
及
び
成
果

普
及
方
針
の
調
整
」
は
研
究
評
価
の
重
要
事
項
で
あ
り
、
研

究
評
価
委
員
会
に
お
い
て
協
議
す
べ
き
で
あ
る
。

平
成
２０
年
５
月
２７
日
に
開
催
し
た
「
研
究
評
価
委
員

会
」
に
お
い
て
、
研
究
終
了
後
の
追
跡
評
価
を
実
施
、
成

果
普
及
の
方
針
に
つ
い
て
協
議
し
た
。

今
後
に
お
い
て
は
、
「
研
究
評
価
委
員
会
」
に
協
議
す

る
こ
と
と
し
た
。
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